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（1）合併特例区制度等の創設

　合併に際して、合併関係市田J村の協議’により、1又は2以上の1日市田J村単位に法

人格を有する区（合併特例区）を一定期間（5年以下）設置できる制度を創設する。

　○　区長、合併特例区協議会を置く（公選としない）。

　○　課税権、起債権はなし。
　○　住所の表示にはその名称を冠する。

※法人格は有しないが、区長を置くことができるr地域自治区」の特例も創設。

（2）市町村の合併に関する障害を除去するための特例措置

①合併に関する障害除去のため、地方税の不士包一課税、議員の在任特例等、現行

　合併法の特例搭置は基本的に存置。

②合併特例債は廃止。合併算定替は、現行の特例期間10年（十激変緩和5年）を
　段階的に5年（十激変緩和5年）に短縮。

※人口3万人以上を有すれば市となることができる3万市特例については、議員修

　正により追加。

（3）市町村合併推進のための方策

①総務大臣が、市町村の合併を推進するための基本指針を策定

②都道府県が、基本指針に基づき、市町村合併推進審議会の意見を聴し、て、市田J

　村の合併の推進に関する構想を策定。

③　都道府県知事は、構想に基づき、

　○　申請に基づいて、市田J村合併調整委員を任命し、合併協議会に係るあっせん、

　　調停を行わせることができる。

　○　合併協議会設置の勧告を行うことができる。勧告を受けた市町村長は、合併

　　協議会設置協議を議会に付議することとし、議会が否決した揚合等には・住民

　　が1／6以上の有権者の署名により又は市町村長が住民投票を請求することが

　　できる。

　○　合併協議会1こおける市町村の合併に関する協議の推進に関し、勧告を行うこ

　　とができる。

　この法律は5年剛平成17年4月1目から平成22年3月31日まで〕の限時法と
する。
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（1）合併特例区制度等の創設

　　r市町村合併の特例等に関する法律」で定める合併特例区制度等は、現行合

併特例法においても規定する。

（2）経過措置

　平成17年3月31目までに市田J村が議会の議決を経て都道府県知事に合併の

申請を行い、平成18年3月3／日まで1こ合併したものについて、現行の合併特

例法の規定を適用する。

（3）一部事務組合等の特例の拡充

市町村の合併に伴う一部事務組合等に関する手続の簡素化等の特例措置を講

じる。
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（1）住民自治の強化等を目的とする「地域自治区」の創設

　住民自治の強化等を推進する観点から市田J村内の一定の区域を単位とす

るr地域自治区」を市町村の判断により設置することができることとする。

（法人格は有しない。）

　○　地域協議会…地域の意見をとりまとめ行政に反映

　○　区の事務所…市町村の事務を分掌

※合併に際して、1又は2以上の1日市田J村単位で設1づ一られる地域自治区

　には、区長を置くことができ、住所の表示1こはその名称を冠する。

（2）都道府県の自主的合併手続等の整備

　①都道府県合併
　　（現　行）特別の法律の制定が必要

　　　　↓

　　（改正後）都道府県の含併について、都道府県議会の議決を経た申請に

　　　　　　基づき、内閣が国会の承認を経て決定する手続きを追加する。

　②都道府県の境界にわたる市田J村の新設合併

　　（現　行）特別の法律の制定が必要

　　　　↓

　　（改正後）編入合併と同様、関係市町村及び都道府県の議会の議決を経

　　　　　　た申請に基づき、総務大臣が決定する手続きを整備する。
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（3）条例による事務処理樹列の拡充

（現　行）都道府県は、事務処理の特例に係る条例を定めて、都道府県矢口

　　　　事に属する事務の一部を市町村に処理させることができる。

　　↓

（改正後）市町村から都道府県に対して条例を定めることを要請できるよ

　　　　う規定を追加する。

（4）収入役制度の改正

（現　行）田J村は、条例で収入役を置かず、町村長又は助役に事務を兼掌

　　　　させることができる。

　　↓．

（改正後）政令で定める市（人口10万未満の市を想定）に拡大する。

（5）議会の定例会の招集回数の自由化

（現　行）議会の定例会は、年4回以内の条例で定める回数招集すること

　　　　とされている。

　　↓

（改正後）回数に制限なく、条例で定める回数招集することとす乱

（6）財務会計制度の改正

①支出命令の簡素化
　　政令で定めるところにより、一定の経費については支出命令を簡素化

　　できるよう措置する（公共料金のように債務の確定が容易に確認でき

　　る経費を想定）。

②長期継続契約の対象範囲の拡大
　　長期継続契約（複数年度にわたって締結できる契約で電気、ガス、水

　　の供給等を法律で規定）ができる対象に政令で定める契約を追加する

　　　（OA機器のリース契約等を想定）。
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1　合併特例区
　　合併後の一定期間（5年以下）、1又は2以上の合併関係市町村の区域であっ

　た区域を単位として、特別地方公共団体である合併特例区（法人格を有する。）

　を設1ナる二とができる。

（1）設置手続
　　合併関係市町村の協議で規約を定め、廃置分合の申請1＝併せ・設置を申請す乱

（2）合併特例区は、以下の事務のうち・規約で定めるものを処理す乱

　①合併関係市町村において処理されていた事務であって一定期間合併特例区

　　で処理することがその事務の効果的な処理に資するもの。

　②その他合併特例区が処理することが特に必要な事務

　【例　示】

　　地域の公の施設の管理（集会所、コミュニティセンター等）、地域振興イベン

　　　ト、コミュニティバスの運行、地域1こ根ざした財産の管理（里山・ブナ林等）

（3）合併特例区の長は、合併市町村の長が選任する特別職とす乱また、合併市

　町村の助役又は支所・出張所長若しくは指定都市の区の事務所・出張所長を兼

　ねることができる。

（4）　合併特例区協議会

　　①構成員は、合併特例区内…住所を有する合併市町村の議会議員の被選挙権

　　　を有する者のうちから、規約1＝定める方法により合併市町村の長が選任。

　　②　権限
　　　ア　予算等の重要事項を定めるとき1ま、合併特例区協議会の同意が必要。

　　　イ　規約で定める合併特例区の区域に係る重要事項を実施しようとする場

　　　　合は、合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。

　　　ウ　合併特例区協議会1ま、地域振興等合併特例区の区域に係る事務1＝関し、

　　　　合併市町村の長その他の機関に意見を述べることができ乱

（5）　合併特例区は、住所の表示1＝合併特例区の名称を冠する。

2　地域自治区の特例
　　合併1二際して、1又は2以上の合併関係市町村単位で地域自治区を設ける場合1二は、

　　①合併関係巾町村の協議で設置を決定。

　　②特別職の区長を置くことができる（市町村長が選任x

　　③住所の表示に地域自治区の名称を冠する。
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3　特例措置等
　　①市町村建設計画は合併市町村基本計画と名称を変更し・所要の規定の整備

　　　を行う。

　　②合併桔例債1ま廃止する。
　　③合併算定替1＝ついては、現行法の合算特例期間10年を段階的に5年に短縮

　　　し、激変緩和期間は現行法と同様に5年とする。
　　④下記の特例措置は、現行の市町村の合併の特例に関する法律（以下「現行法」

　　　という。）と同内容。

　　17人口。万人以上を有すれば市となることができる特例（議員修正で追1

　　1　加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　…イ　市が新設合併後も市である二と　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　≡ウ　議会の議員の定数及ぴ在侶E並びに退職年金に関する特例　　　　　　≡

　　≡工　農業委員会の委員の任期1＝関する特例　　　　　　　　　　　　　　＝

　　＝オ　職員の身分取扱い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　≡カ　ー部事務組合等1＝関する特例（現行法改正による合併1＝伴う一部事務1

　　1組合1・関する手続きの簡素化を図る1寺例の拡充と同内容の特例を加えた1

　　l　もの）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　＝キ　地方税の不均一課税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

　　＝ク’合併補正、地方債の配慮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡

　　＝ケ　流域下水道に関する特例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…

　　＝コ　都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例　　　　　　　　　　　…

　　＝サ　地域審議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　1．．．．一．．．．．．．．．、．．．．．．．．．一．一一一一一一一一一一……一……一一一一…一一一■一一■一一’■一’’’一’一

4　市町村の合併の推進1＝関する構想等
（1）総務大臣は、自主的な市町村の合併を推進するための基本的な指針（以下「基

　　本指針」という。）を定める毛のとする。

（。）都道府県は、基本指針1二基づき、自主的な市町村の合併を推進する必要があ

　　　ると認められる市町村（以下r構想対象市町村」という。）を対象として・自

　　　主的な市町村の合併の推進1＝関する構想（以下「構想」という。）を定めるも

　　　のとする。
　　　　構想1＝おいては、市町村の現況及ぴ将来の見通し、構想対象市町村の組合せ

　　　等を定めることとする。

　（。）構想を定めるにあたって、あらかじ’め、都道府県1・置く市町村合併推進審議

　　　会の意見を聴く。市町村合併推進審議会の組織及ぴ運営1二関し必要な事項は・

　　　都道府県の条例で定める。
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（4）都道府県知事が、構想対象市町村に対し、地方自治法1＝基づき合併協議会を

　設けるべきことを勧告したときは、勧告を受1ナた市町村の長は合併協議会設置

　協議について議会に付議し、議会が否決した場合等においては、住民が有権者

　の6分の1以上の連署1＝より又は市町村の長が住民投票の請求を行うことがで

　きる。住民投票1＝より有効投票の過半数の賛成があった場合に1ま、議会が可決

　したものとみなす。

（5）　合併協議会において、合併市町村の名称等により協言義が調わないときに、合

　併協議会の委員の過半数の同意を得た申請に基づき、都道府県知事は市町村合

　併調整委員を任命し、あっせん又は調停を行わせることができる。

（6）都道府県知事は、構想対象市町村に対し、合併協議会1＝おける市町村の合併

　に関する協議の推進1＝関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができ

　　る。都道府県知事は勧告を受けた市町村1＝対し・勧告1二基づいて講じた措置1二

　　ついて報告を求める二とができる。

5　補則・罰則
　　国及ぴ都道府県は、合併市町村の円滑な運営の確保及ぴ均衡ある発展に資する

　ため必要な措置を講ずるよう努めな1ナればならない等所要の規定を置＜。

6　施行期目
　　この法偉は平成17年4月1日から施行し、’平成22年3月31日限りその効

　力を失う（5年間の限時法）。ただし、平成17年3月31日まで1＝都道府県知

　事に合併の申請を行い、平成18年3月31日まで1＝行われる市町村の合併につ

　いては、現行法が適用される。
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1　合併特例区
（1）市町村の合併の特例等に関する法律と同内容（（・）を除く川一1参照入

　（2）　特定合併市町村の特例（現行法1＝のみ規定）

　　　特定合併市町村（平成11年7月16日から平成17年3月31日までに
　　市町村の合併を行った市町村）1ま、その議会の議決を経て定款を定めること

　　により、一定期間（5年以下）、1又は2以上の合併関係市町村の区域であ

　　った区域を単位として合併特例区を設けることができる。

2　地域自治区の特例
　　市町村の合併の特例等に関する法律と同内容（P1－2参照）。

3　現行合併特例法の経過措置
　　平成17年3月31日まで1＝市叶村の合併が行われることを要件としている現

行法附則を改め、平成1・年・月・1日まで1こ市町村が議会の議決を経て都道府

県知事に合併の輔を行い、平成1・年・月・1日までに合併を行ったものにつ

　いて1ま、現行合併特例法の規定を適用する二とする。

4　一部事務組合等の特例の拡充
　　一部事務組合等の構成布町村間の合併で、事実上構成団体の変更がない場合1＝

おいて、市町村の合併後規約が変更されるまでの間（最大・月）・合併市町村及

び他の地方公共団体が組織する一部事務組合等とみなす等の特例措置を講じ・市

　町村の合併1＝伴う一部事務組合等1＝関する手続の事務負担の軽減を図る。

5　施行期目
　　　1，2は公布の日から起算して6月を超えない範囲内1：おいて政令で定める臥

　　3は公布の日。4は公布の日から60日経過後の市町村合併1＝ついて適用。



1　住民自治の強化等を目的とするr地域自治区」の創設
（1）地域自治区とは、地域の住民の意見を行政に反映させるとともに行政と住民

　　との連携の強化を目的として、市町村の判断1二より設けられる区域であり、そ

　　の区域の住民のうちから選任された者によって構成される地域協議会及ぴ市町

　　村の事務を分掌宇せるための苧務所を置く毛肌

（2）　市町村が、条例で、その区域を分けて地域自治区を設げ乱

（3）　地域協議会
　　①構成員は、地域自治区の区域の住民のうちから市町村長が選任する．。

　　②権限
　　　ア　地域自治区の区域1＝係る重要事項は、あらかじめ地域協議会の意見を聴

　　　　かなけれぱならない。
　　　イ　アのほか、市町村の事務で地域自治区の区域1＝係るもの等1＝ついて、市

　　　　町村の長その他の機関1こ意見を述べる。

2　都道府県の自主的合併手続等の整備

　（1）都道府県の自主的合併手続
　　　都道府県の合併について、地方自治法第6条第1項の規定に加えて・関係都

　　道府県の発意により行うことができるよう規定を整備する。

　　①関係都道府県の申請（総務大臣経由）に基づき、内閣が決定する。

　　②関係都道府県は、申請1＝際して、それぞれ議会の議決を経ることとする。

　　③内閣は、この決定を行う際1二国会の承認を得る二ととする。

　　④合併の処分は、総務大臣が行う告示により効力を生じることとする。

　（2）都道府県の境界1＝わたる市町村の新設合併手続

　　　都道府県の境界1＝わたる市町村の新設合併を関係地方公共団体の発意1＝より

　　行うことができるよう規定を整備する。
　　①関係市町村及び都道府県の申講1＝基づき・総務大臣が市町村の新設合併を

　　　　定める。この場合、総務大臣は、申請に基づき・新設市町村の属すべき都道

　　　　府県を定め、これ1＝伴い都道府県の境界も変更することとする。

　　　②関係市町村及び都道府県1ま、申請に際して・それぞれ議会の議決を経るこ

　　　　ととする。
　　　③新設合併の処分は、総務大臣が行う告示1二より効力を生じる二ととす乱
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3　条例1＝よる事務処理特例の拡充
　　①市町村長は、議会の議決を経て・都道府県知事に対し・その権限に属する

　　　事務の一部を処理することができるよう要請することができる二ととするd

　　②都道府県知事は、二の要講があったときは速やかに市町村長と協議を行わ

　　　なければならないこととする。

4　収入役制度の改正
　　条例で収入役を置かない二ととできる特例を政令で定める市（人口10万未満

　の市を想定）まで拡大する。

5　議会の定例会の招集回数の自由化
　　議会の定例会1こついて、回数に制限なく、毎年、条例で定める回数招集するこ

　とができることとする。

6　財務会計制度の改正

（1）支出命令の簡素化
　　　政令で定めるところにより一定の経費（公共料金のような債務の確定が容易

　　1＝確認できる経費を想定〕については、支出命令を簡素化し、例えば毎月行っ

　　ていた支出命令等が年度ごとに一括して行えるよう措置する。

（2）長期継続契約の対象範囲の拡大
　　　長期継続契約ができる対象に、これまでの電気・ガス・水の供給を受ける契

　　約、電気通信役務の提供を受1ナる契約・不動産を借りる契約に加え・政令で定

　　める契約（O　A機器のリース契約等を想定）を追加する。

7　施行期日
　　2は平成17年4月1日。その他は公布の日から起算して6月を超えない範囲

　内1＝おいて政令で定める日。
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平成5年6月3日
（1993）　6月4日

　　　6年11月22日
（1994）

（1。。；芦3月17日

　　　　5月19日

　　　　7月3日

（1。。1芦3月29日

　　　　12月20目

（1。。1芦2月24日

5月28日

7月8目

9月2日

10月9目

地方分権の推進についての．主な動き

地方分権の推進に関する決議（衆議院）
地方分権の推進に関する決議（参議院）

第24次地方制度調査会答申

　○地方分権の推進に関する答申
　○市町村の自主的な合併の推進に関する答申

改正市町村合併特例法の成立（合併協議会設置に係る住民発議制度〕

地方分権推進法成立

地方分権推進委員会発足
地方分権推進委員会中間報告　一一一一一一…一一一一…一一一一一一一一一一一・1資料1）

地方分権推進委員会第1次勧告

（1。断4月24日

5月29目

11月19日

8鰐灘騰陽鴇穫尊鱗篭灘扱い
○個別行政分野での権限委譲　等

第25次地方制度調査会答申

○監査制度の改革に関する答申

改正地方自治法の成立（監奔機能の強化〕

地方分権推進委員会第2次勧告

　○機関委任事務制度の廃止に伴う従前の機関委任事務の敢扱い
　○国と地方公共団体の関係ルール（国の関与の手続等）

　○必置規制1地方出先機関
　○国庫補助負担金・税財源
　○都道府県と市町村の新しい関係
　○地方公共団体の行政体制　等

地方分権推進委員会第3次勧告

　○地方事務官
　○事務区分（駐留軍用地特措法割

地方分権推進委員会第4次勧告

　○機関委任事務制度の廃止に伴う従前の機関委任事務の取扱い

8駆鯖塞難春鵠鰐㌦汽臨董琵雛瓢）
　○市町村の規模等に応じた権限委譲

第25次地方制度調査会答申

　○市町村の合併に関する答申

地方分権推進計画閣議決定

地方分権推進委員会第5次勧告

　　○公共事業の在り方の見直L
　　○非公共事業等のあり方の見直し
　　○国が策定又は関与する各種開発・整備計画の見直し
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（1。蜥3月26日

7月8目

（。。断4月1日

　　　　5月12日

　　　　8月8日

10月25日

（。。断6月14日

　　　　7月3目

　14年3月28目
（2002）

　　　　10月30日

　15年6月6目
（2003〕

11月13目

（。併5月12日

5月19日

第2次地方分権推進計画閣議決定

地方分権一括法成立　一一一…一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一…一一（資料2）

○国・地方の役割分担の明確化
○機関委任事務制度の廃止及ぴそれに伴う事務区分の再構成

　○地方事務官制度の廃止
　○国の関与等の見直し
　○権限委譲の推進
　○必置規制の見直し
　○地方公共団体の行政体制の整備確立

地方分権一括法施行

改正地方分権推進法成立【有効期間の1年延長】

地方分権推進委員会意見

　○監視活動の結果に基づく意見（国庫補助負担金の整理合理化
　　と当面の地方税源の充実確保策、法令における条例・規貝11へ

　　の委任のあり方、個別法に関する諸点）

第26次地方制度調査会答申

　○地方分権時代の住民自治制度のあり方及び地方税財源の充実確保に関

　　する答申

地方分権推進委員会最終報告

　○第1次地方分権改革の回顧
　○監視活動の結果報告と要請
　○地方税財源充実確保方策にっいての提言
　○分権改革の更なる飛躍の展望　一一一一■一一…一…一…一一…一…一一（資料3）

地方分権改革推進会議発足

改正地方自治法の成立（住民訴訟制度）

改正市町村合併特例法の成立（合併協議会の設置に係る住民投票制度〕

地方分権改革推進会議意見

　○事務・事業の在り方に関する意見

地方分権改革推進会議意見

　　○三位一体の改革にっいての意見

　第27次地方制度調査会答申

　　○今後の地方自治制度のあり方に関する答申

　地方分権改革推進会議最終意見

　　○行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見

　合併関連3法成立

　　○合併特例区制度等の創設
　　○市町村の合併に関する障害を除去するための特例措置
　　○市町村合併推進のための方策
　　○地域自治区制度の創設
　　○都道府県の自主的合併手続等の整備　等
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【地方分権推進委員会中間報告（平成8年3月29日）（抄）】
（資料1）

工　何散1＝いまこの時点で地方分権か一地方分権推準の背景・理由

　何故にいまこの時点で、地方分権の推進が広く各界からこのように強く求められるよう

になったのか。あらためてその背景・理由を整理すれば、以下のように要約することがで

きると考える。

1　中央集権型行政システムの制度疲労

　明治維新以来徐々に形成されてきた中央集権型行政システムは戦時体制の下で一段と

強化された。戦後改革はこの戦前のシステムを大きく変革するものであったが、機関委

任事務制度の踏襲と拡張にみられるように、それは中央集権型行政システムを完全に払

拭するものではなかった。そしてその後の高度成長期の行政活動の発展と膨張の流れの

なかで、通達行政の濃密化と補助金行政の拡大にみられるように、新しい形態の集権化

が積み重ねられてきた、

この明治期以来の中央難型行政システムは、限られた資源を中央に集申し・これを

部門問・地域間に重点的に配分して効率的に活用することに適合した側面をもち、これ

が当時はまだ後発国であったわが国の急遠な近代化と経済発展に寄与し、比較的に短期

問のうちに先進諸国の水準に迫いつくことに大きく貢献してきた事実は、否定できない

ところである。

　しかしながら、中央集権型行政システムにはそれなりの弊害も伴う。すなわち、国民

国家の統一のために地域社会の自治を制約し、国民経済の発展のために地域経済の存立

基盤を掘り崩す。権限・財源・人間、そして情報を中央に過度に集中させ、地方の資源

を収奪し、その活カを奪う。全国画一の統一性と公平性を重視するあまりに、地域的な

諸条件の多様性を軽視し、地域ごとの個性ある生活文化を衰微させる。それは、脳神経

ぱかりが異常に肥大しその他の諸器官の退化した生物にも比せられ乱

　このように、中央集権型行政システムには功罪両面があるのであるが、わが国の政．治・

行政を取り巻く国際・国内の環境はここのところ急速に大きく変貌してきている。そし

てその結果として、今日では中央集権型行政システムが新たな時代の状況と課題に適合

しないものとなって、その弊害面を目立たせることになったのではないか。言い換えれ

ば、1日来のシステムは一種の制度疲労に陥り、新たな状況と課題に的確に対応する能カ

を失っているのではないかと考える。

　では、国際・国内の環境変化とは何か。そしてこの国際・国内の環境変化と地方分権

の推進はどのような関連にあるのか。この点について一のわれわれの認識を整理要約すれ

　ば、以下のとおりである。
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2　変動する国際杜会への対応

　冷戦の終結に伴い、国際杜会の枠組みは大きく変動した。経済活動のボーダレス化が

急速に進み、攻府レベルの国際交流のみならず、地域レベル・市民レベルの国境を越え

た交流が活発を極め、政治・経済・杜会をめぐる新たな国際秩序の模索が続いている。

このような国際情勢の下で、国が担うべき国際調整課題があらゆる行政分野にわたって

激増してきている．にもかかわらず、この種の国際調整課題に対する国の各省庁の対応

は決して十分に迅遠かつ的確であるようには見えない。

　そこでこの際、国にし牟担い得ない国際調整課題への国の各省庁の対応能カを高める

ためにも、地方分権を推進し、国の各省庁の国内問題に対する濃密な関与に伴う負担を

軽減することを通して、これを身軽にしその役割を純化し強化していくべきである。

3　東京一極集中の是正

　国内の杜会経済構造に目を転ずれば、まず産業の海外進出に伴う国内産業の空洞化現

象を深刻に受け止めるべさであるが、純粋に国内の現象にかぎってみても、人口・産業・

金融・情報・文化等の東京圏への過度の集中に依然として歯止めがかからない。そこで、

東京圏における超過密の弊害は住民の生活環境のあらゆる側面に及んでいるとともに・

この巨大都市圏は地震等の大規模災箸に対してきわめて脆弱になってしまっている。そ

して地方圏では過疎化が進み、地域社会の活力が低下し・ところによっては崩壊の危機

にさらされている。

　そこでこの際、多極分散型の国土形成を実効あるものにするためにも、地方分権を推

進し、まずは政治・行政上の決定権限を地方に分散し、これによって東京一極集中現象

に歯止めをかけ、地域の産業・行政・文化を支える人材を地方圏で育て、地域杜会の活

力を取り戻させる必要がある。

　なお、首都機能移転はこの課題に対する有孕な方策の一つであるのかもしれないが、

この大規模プロジェクトヘの着手を決断するのであれば・その際に建設されるr新首都」

を第二の東京にしないためにも、規制緩和と地方分権の徹底した推進が不可欠の前提条

件になるはずである。

4　個性豊かな地域杜会の形成

　わが国は高度成長によって世界有数の経済カを’有する国に発展して、先進国の仲閻入

りをはたした。そしてこの問に、多くの行政分野でそのナショナル・ミニマムの目標水

準を達成し、平和で安全な杜会を築き上げた。にもかかわらず、国民の多くはその目常

生活の場で真の安らぎと豊かさを実感できないでいる口その原因の少なくとも一端は、
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中央集権型行政システムの下で全国画一の統一性と公平性が過度に重視され・地域杜会

の諸条件の多様性が軽視されてきたことにある。ナショナル・ミニマムが概ね達成され

たことによって、行政サービスに対する国民の二一ズは多穫多様になってきた。こうし

た国民の多様化した価値観に対して全国画一の統一性と公平性の価値基準を押し付けよ

うとすることは、もはや時代錯誤になってきている。

すべての行攻分野でナショナル・ミニマムの胃鰍準を達成し・これを糸鋳していく

ことは、今後とも引き続き国の担うべき重要な役割である。ナショナル・ミニマムにも

達しない地域杜会が残存するような地域間格差は国の責任において解消させなければな

らない。しかしながら、国の各省庁がそれぞれの行政分野においてナショナル’ミデイ

アム又はナシヨナル・マキシマムというべき目標水準を立て、これをあたかもナショナ

ル．ミニマムであるかのように扱い、全国画一にこの水準まで引き上げようとすること

は慎むべきである。ナショナル・ミニマムを超える行政サービスは、地域住民の二一ズ

を反映した地域住民の自主的な選択に委ねるべきもので楓その結果として地姥が

生ずるとしても、それは解消されるべき地域問格差で1まなく・尊厳なる雛差と認識す

べきである。

　そこでこの際、安らぎと豊かさを目々に実感できる真に成熟した杜会に発展していく

ためにも、坤方分権を推進し、固有の自然・歴史・文化をもつ地域杜会の自己決定権を

拡充すべきである。

5　高齢杜会・少子化杜会への対応

　わが国では今日、他国に類例をみない急激なテンポで人口の高齢化が進み、その反面

では少子化が進んでいる。そこで、この人口構成の急激な変動に対応する脊種サービス

の供給体系の構築が急務になってきており、離剤こ帥ては保健・医療1福祉及び生

涯学習関連のサービス相互の緊密なる連携が、幼児児童に帥ては鮪’教育関連のサ

ービスの再編成が要請されている白

　また、それは地方公共団体職員による行政サービスの供給だけで対応できるものでは

なく、各種の公益法人、N　P　O、ボランティアなどの協力をはじめ・場合によっては民

問企業の参入を得て、公私協働のサービス・ネットワークを形成する必要がある。

　この種の総合行政と公私協働の仕組みづくりは・国の各省庁別の・さらには各局別の

鶴りの行政システムをもってしては到底実現でき帆この種の仕組みづくり‘ま地方

公共団体のなかでも、住民に身近な基礎的地方公共団体である市町村の創意工夫に待っ

ほかはない，

　そこでこの際、来るべき本格的な高齢杜会と少子化杜会に的確に対応するためにも、

地方分権を推進し、行政の総合化と公私協働を促進すべきである・
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（資料2）

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の概要

　地方分権の推進を図るため、地方分権推進法第8条1＝基づき政府が作成

したr地方分権推進計画」（平成10年5月29日付閣議決定）に従い・
国・地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事

務区分の再構成、国の関与等の見直し、権限移譲の推進、必置規制の見直

し、地方公共団体の行政体制の整備確立等1こ係る関係法律475本の整備

等を一括して行った毛の。

【改正の概要】

（1）平成10年5月に閣議決定したr地方分権推進計画」において・平成11

　年の通常国会に所要の法律案を提出することを基本とされた事項について・

　地方自治法を始めとする関係法律475本を一括して改正。

（2）法律の具体的内容

繋共団体の役割と国の配慮に関する規定を設

けること1＝より、国及ぴ地方公共団体が分担すべき役割を明確1＝すること

　規定を整理するととも1こ、法定受託事務と自治事務という新しい事務区分

　に基づき地方自治法を始めとする関係法律1＝おいて所要の整備を図るこ

　と。

『驚驚窯止に伴い、この帝，、度を前提として成1立一てきた

地方事務官制度について毛廃止すること。

鷲般法主義の原貝，、、公正．透明の原則に基づき、地方

公共団体に対する国又は都道府県の関与の見直し・整備を行う。このため、
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国と地方の関係を定める基本法である地方自治法1二おいて、関与に係る基

本原則、新たな事務区分ごとの関与の基本類型、関与の手続及ぴ関与に係

る係争処理手続を定めるととも1：、個別法1：お1ナる関与は基本類型1＝沿っ

た必要最小限のものにするべく所要の改正を行う二と。

5　権限移譲の推’

　権限移譲を積極的に推進することとし、国の権限を都道府県1二、また、

都道府県の権限を市町村に移譲する。このため、個別法において所要の改

　正を行う。これ1＝関連して、地方自治法等の改正により、20万以上の人

　口規模を有する市を「特例市」として指定することにより、権限をまとめ

　て移譲するための必要な法制上の措置を講ずる二ととすること（特例市制

　度の創設）。

　　また、都道府県から市町村への権限移譲を地域の実情1二応じて推進する

　ため、地方自治法を改正し、「条例1二よる事務処理の特例制度」を創設す

　ること。

6　’必置・規制の見直し

　必置規制については、地方公共団体の自主組織権を尊重し、行政の総合

化・効率化を進めるため、その廃止・緩和を推進すること。

7　地方公共団体の行政体制の整備確立

　　地方公共団体の行財政能カの一層の向上と行政体制の積極的な整備・確

立を進めるため、自主的な市町村合併の推進、地方議会の活性化及び議員

　定数の見直し等に係る所要の改正を行うこと。

（3）施行期日

　　法律の施行期日は、原則として平成r2年4月1日とすること。
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執行方法や執行体制に対する枠付け等を大幅に緩和する必要がある。

　また、自主財源である地方税収入をこれまで以上に充実確保したとしても、その反面で国からの

依存財源が縮減され、しかも国による事務の義務付けは従前どおりに続くことになれば、地方税収

入はこれをすべて国から義務付けられている事務の執行経費に充当せざるを得ないことになりかね

ない。これでは、地方公共団体には単独事業を行う余裕がなく、独自の個性的な自治体政策を展開

することは不可能になる。

　さらに、国からの依存財源を縮減する方策の一環として地方交付税の大幅な減額を行おうとすれ

ば、義務的経費の縮減を図らなければならない。そのためには、これに先立って国の法令による事

務の義務付けや事務事業の執行方法や執行体制に対する枠付け等を大幅に緩和することが不可欠で

ある。それには、全国どこでも一律に最低限度確保されるべきナシ≡ナル・ミニマムとは何かを、

個別行政サービスごとに厳しく見直す必要がある。その半1」断基準はその時代時代の社会状況によっ

て変わり得るものであり、不断の見直しが求められるものだからである。

皿　地方分権や市町村の合併の推進を踏まえた新たな地方自治の仕組みに関する検討

　第3に、平成17年3月までの時限法である市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第

6号）に基づいて進められている市町村合併の帰趨を慎重に見極めながら、道州制論、連邦制論、

廃県置藩論など、現行の都道府県と市区町村の2層の地方公共団体からなる現行制度を改める観点

から各方面においてなされている新たな地方自治制度に関する様々な提言の当否について、改めて

検討を深めることである。

　委員会は当初、地方分権推進法の制定以前の段階において隆盛を極めていたいわゆる「受け皿論」

をこの際は＿時棚上げにし、当面は現行の地方占治制度を前捌こして、この体制の下で可能なかぎ

りの分権を推進することを基本方針としていた。地方分権推進法の制定に至るまでの論議の過程で、

その旨の合意が関係者の間に概ね成立していたと理解していたためであった。

　しかしながら、市町村合併にっいては分権改革と同時並行して推進すべLとする声が各方面で高

まるぱかりであった。そこで委員会としては、第1次勧告を提出した時点、すなわち機関委任事務

制度の全面廃止が政府内で合意が得られる見通しが立った時点で、市町村合併問題を地方行政体制

の整備及び確立方策の圭要な一環として調査審議のそ上に載せることキし、第2次勧告において市

町村の自主的な合併の積極的な促進方策を勧告したところであ乱

　これから平成17年3月までの間に市町村合併がどの程度まで進捗するのかによるが、その帰趨に

よっては基礎的地方公共団体である市町村のあり方にとどまらず、広域的地方公共団体としての都

道府県のあり方の見直しも視野に入れた先に述べたような新たな地方自治制度に関する様々な提言

がより現実性を帯びてくる可能性がある。そして、分権改革が次の第2次分権改革から更に第3次

分権改革へと発展する段階になれば、地方自治制度の将来像を明確にする必要に迫られるのではな

いか。
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w　事務事業の移譲

　第4に、ヨ’ロッパ先進諸国に普及しっっある「補完性（subsidiarity）の原理」を参考にしな

がら、市区町村、都道府県、国の相互間の事務事業の分担関係を見直し、享務事業の移譲を更に推

進することである。

　すでに第1章で述べたように、第1次分権改革では事務事業の移譲方策の側面ではあまり大きな

成果を上げられなかった。しかしながら、ヨーロッパ評議会が制定したヨーロッパ地方自治憲章や

国際自治体連合（I帆A〕がその世界大会で決議した世界地方自治宣言では、事務事業を政府聞で分

担するに際しては、まず基礎自治体を最優先し、ついで広域自治体を優先し、国は広域自治体でも

担うにふさわしくない事務事業のみを担うものとするという「補完性の原理」の考え方が言睡われて

いる。

　わが国の事務事業の分担関係をこの「補完性の原理」に照らして再点検してみれば、国から都道

府県へ都道府県から市区町村へ移譲した方がふさわしい事務事業がまだまだ少なからず存在して

’いる一方、これまではともかく今後は、市区町村から都道府県へ都道府県から園ぺ移譲した方が

状況変化に適合している事務事業も存在しているのではないかと思われる。分権改革というと、事

務事業の地域住民に身返なレベルヘの移譲にのみ目を向けがちであるが、分権改革の真の目的は事

務事業の分担関係を適正化することにあるのである。

∀　制度規制の緩和と住民自治の拡充方策

　第5に、住民自治の拡充方策として、地方公共団体の組織の形態に対する地方自治法等による画

一的な制度規制をどの程度まで緩和することが妥当なのか、真剣に議論することである。

　地方六団体から委員会に提出された改革要望事項のなかには、地方公共団体の組織の形態に関す

る画一的な制度規制の緩和を求めるような趣旨のものは皆無に近かった。委員会もまた、団体自治

を拡充することこそ住民自治を拡充するための先決要件であると考えてきた。その結果、第ユ次分

権改革では住民自治の拡充を直接の員的にした勧告事項はごく少数にとどまった。

　しかしながら、最近は、地方自治基本法の制定を提唱する動きや地方公共団体で自治基本条例の

制定をめざす動きが一部に現れ始めている。この種の動きのなかには、米国に見られる自治憲章制

度（Ho皿e　Rule　Ch日rter　Syst目皿）に類似した発想、すなわち、地方議会議員の選挙制度及び定数、

地方議会と首長の権限関係、執行機関のあり方など地方公共団体の組織の形態やその他の住民自治

の仕組みを自由に選択する権能を地方公共団体に与えるべきだとする発想が窺われる。

　わが国の地方分権が更に進展した状況においては、地方自治法等による画一的な制度規制の緩和

を求める声は次第に強まるのではないか．第3次分権改革では、おそらく、住民自治の拡充方策が

最も申心的な検討課題になるのではないかと見込まれる。
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珊　　「地方自治の本旨」の具体化

　最後に、憲法第8章第92条の「地方自治の本旨」の内容を具体化し、分権型杜会の制度保障を確

固たるものにする方策を構想することである。

　憲法に第8章地方自治が新設されたことはまことに画期的なことであった。しかし、その限界面

にも目を向けなけれぱならない。何よりもまず、この第8章には第92条ないし第95条のわずか4

か条しか設けられておらず、先のヨーロッパ地方自治憲章や世界地方自治宣言に定められている地

方自治の諸原理に照らせぱ、そのごく一部しか定められていない日一例を挙げれぱ・こ鵬8章に

は地方公共団体の税財政制度を規律する基本原貝■」を定めた条項は皆無である。

　しかも、その冒頭の第92条では一、r地方公共団体の組織及ぴ運営に関する事項は、地方自治の本

旨に基いて、法律でこれを定める」とされていることから・地方自治帝11度の制度設計はあげて国会

の立法に委ねられているかのような誤解を招きかねない。もとより、これは正しい憲法解釈ではあ

り得ないのであって、この条項の元来の主旨を生かすべく一地方自治の本旨に基いて」を重視する

憲法解釈がさまざまに積み重ねられてきた。そしてまた、このたびの地方分権推進一括法で改正さ

れた新地方自治法の第1条の2においては、国として、地方公共団体に関する制度の策定及び施策

の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならな

い旨を定め、また第2条第11項及び第12項においては、地方公共団体に関する法令の規定は、国

と地方公共団体との適切な役害1」分担を踏まえるべき旨を定めるなど・いわゆる立法原貝1」及ぴ解釈．

運用原則が新たに織り込まれ、r地方自治の本旨」の意味内容を豊か1こする姉でそれなりの努㍗が

払われてきている。

　　しかしながら、はたしてこれで万全なのであろうか。分権型杜会の制度保障をより一層確固たる

ものにするには、この種の立法原則を更に一段と豊かに具体化していく必要があるのではないカ㌔

そうであれば、それはどのような立法形式によるべきなのであろうカ㌔これこそ・将来の分権改革

に託された究極の検討課題であろう。
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　　道州制（仮称）の導入については、地方自治制度の大きな

　　変革であり、国民的な意識の動向を見ながら、次期地方制度

　　調査会において議論。現時点における者え方は次のとおり。

（1）基本的者え方
　○　現行憲法の下で、広域自治体と基礎自治体の二層制を前

　　　提として構築。道又は州（仮称）の制度及び設置手続は

　　　法律で規定。

　○　現在の都遭府県を廃止し、原則として現在の都道府県の

　　　区域を越える広域自治体として設置。

　○　道州制の導入に伴い、国の役割を重点化。多くの権限を

　　　地方に移譲。

　○　長と議会の議員は公選。

（2）役割と権限
　○　遭州は、基礎自治体との適切な役割分担のもとに、圏域

　　　全体の視野に立った産業振興・雇用・国士保全・広域防災・

　　　環境保全、広域ネットワーク等の分野を担当。

　○　国の地方支分部局が持つ権限は、例外的なものを除き、

　　　道州に移管。

　○　国から道州、道州から基礎自治体への関与は必要最1」1限。
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（3）道州の区域及び設置
　○　区域については、法律により全国をいくつかのブロック

　　　に区分する考え方、関係都道府県が議会の議決を経て申

　　　請し、国会の議決を経て決定する者え方がある。

　○　全国一斉に道州に移行する方法、一定の要件に合致した

　　　揚合に順次道州へ移行する方法が者えられる。

（4）税貝オ政制度
　○　自立性を高めることを原則、地方税の大幅拡充、新たな

　　　貝オ政調整の仕組みを検討。

（5）連邦制との関係
　○　連邦制については、憲法の根幹部分の改正が必要となり、

　　　一体性・独立性の高い連邦構成単位の有1在が前提となる、

　　　といった問題があり、我が国の成り立ちなどから見ると、

　　　制度改革の選択肢としない。
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今後の地方自治制度のあり方に関する答申（抄）

瞭，毒．㌔品サ〕

第3　広域自治体のあり方

1　変容を求められる都遣府県のあり方

　　・現実の都道府県の姿を見ると、明治21年に47ある現在の都道府県の区域の原型が

確立されて以来、その名称及び区域はほとんど変更されることなく今目に至っている。

　　近年においては、経済のグローバル化、産業構造の変化などを背景として、広域の

　圏域おける戦略的かつ効果的な行政の展開が求められるようになっており、また市町

村の規模・能カが拡大しつつある中にあって、広域自治体としての都道府県のあり方

　が改めて問われるようになってきている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（中　略　）

3　広域自治体のあり方（都道府県合併と道州制）

　規模・能力や区域が拡大した基礎自治体との役割分担の下に広域自治体としての役

　割、機能が十分に発揮されるためには、まず、都道府県の区域の拡大が必要である。

　　また、国の役割を重点化し、その機能を地方公共団体に移譲するとともに、真の分

　権型杜会にふさわしい自立性の高い圏域を形成していく観点から・現行の都道府県に

　代わる広域自治体として道又は州（仮称。以下同じ。）から構成される制度（以下「道

　州制」という。）の導入を検討する必要がある。

（2）道州制

　　道州制の導入は、単なる都道府県の合併とか国から都道府県への権限移譲といっ

　た次元にとどまらない地方自治制度の大きな変革であり、国民的な意識の動向を見

　ながら、引き続き次期地方制度調査会において議論を進めることとするが、当調査

　会としては、今後議論すべき論点について、現時点では次のように考え方を整理す

　ることとした。

　①基本的考え方
　　　道州制は、現行憲法の下で、広域自治体と墓礎自治体との二層制を前提として

　　構築することとし、その制度及び設置手続は法律で定める。

　　　ア　現在の都道府県を廃止し、より自主性、白立性の高い広域自治体として道

　　　　　又は州を設置する。
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　　イ　道州制の導入に伴い、国の役害■1は真に国が果たすべきものに重点化し、そ

　　　の多くの権限を地方に移譲する。

　　ウ　道州の長と議会の議員は公選とする。

　　エ道州の区域については、原則として現在の都道府県の区域を越える広域的

　　　な単位とし、地理的、歴史的、文化的な諸条件を踏まえ・経済杜会的な状

　　　況を勘案して定められるものとする。

②役割と権限
　　道州制の導入に伴へ国の役割は真に国が果たすべきものに重点化され、その

　事務権限の相当部分を地方に移譲する。
　　すなわち、国は、現行地方自治法上、・）国際杜会における国家としての存立に

かかわる事務、。）全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動又は地方

自治に関する基本的な準則に関する事務J全国的な規模で又は全国的な視点に

　立って行わなければならない施策及び事業の実施などの役割を担うこととされて

いるが、道州制が導入された後は、国の役割は重点化され・・）・・）の｝まか・）のう

　ち限定された一部に縮小することとな乱
　　道州制の導入に伴い、国から地方に移譲される権限のうち基礎自治体に移譲で

　きるものは原則として基礎自治体に移譲するものと狐これにより・基礎自治

　体は住民に最も身近な総合的な行政主体として・より一層大きな役割を担うこと

　　となる。
　　　道州は、規模・能力が拡大された基礎自治体を包1舌する法域自治体として・基

　礎自治体との適切な役割分担の下に圏域全体の視野に立ρた産業振興・雇用・国

　　土保全、広域防災、環境保全、広域ネットワーク等の分野を担うものとする。

　　　また、国の地方支分部局が持つ権限は、例外1勺なものを除いて・道州に移管す

　　る。その際、移管される国の事務樹艮について・かつての機関委任事務帝u度の手

　　法が採られることのないようにすべきである。

　　　道州制の導入に伴い、道州に対する国の関与・基礎自治体1こ対する道州の関与

　　にっいてはいずれも必要最小限度とする。また、国、道州、基礎自治体相互間の

　　新たな調整手続の整備を図る必要がある。

　③道州の区域及び設置
　　　道州は、現行嫡道席県よりも広い区域と権限を有することから・その区域は

　　　r国のかたち」と密接に関連する重要事項であり・法律により全国をいくつかの

　　ブロックに区分してその区域を定めるという考え方と・道州の区域は・関係都道

　　府県が議会の議決を経て申請し、国会の議決を経て決定するという都道府県側の

　　イニシアチブを重視する考え方とがある。
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　　また、遣州の設置にっいては、全国一斉に道州に移行する方法と、一定の道州

　の要件に合致した場合には順次道州に移行する方法とが考えられる。いずれにし

　ても、道州の仕組みや設置手続については、法律で定めることが必要である。

④　税財政制度

　　地方税財政制度にっいては、道州の権限に応じて、自立性を高めることを原貝1」

　とする。また、自立性の高い道州制を実現する観点から、自主財源である地方税

　を大幅に拡充することを基本とし、道州の規模、権限、経済力等を踏まえ、新た

　な財政調整の仕組みを検討するものとする。

⑤連邦制との関係
　　道州制をめぐって、連邦制、すなわち、憲法において権限（行政権のみならず

　立法権（又は立法権及び司法権））が国と州とで明確に分割されている国家形態

　の導入を議論する向きもある。しかしながら、連邦制の下では、連邦政府と州政

　府の間の立法権の分割、地域代表としての上院（参議院）の創設、違憲立法審査

　権・立法権分害1」の審判者としての司法権のあり方など憲法の根幹部分の変更が必

　要となること、連邦制は歴史的・文化的・杜会的に一体性、独立性の高い連邦構

　成単位の存在が前提となること、といった問題があり、我が国の成り立ちや国民

　意識の現状から見ると、連邦制を制度改革の選択肢とすることは適当ではないと

　考えられる。

⑥　検討事項

　　道州制の検討を行う際には、上記の観点のほか、a）現行憲法上は公選の長と公

　選の議員からなる議会を有することが地方公共団体の要件とされているが、広大

　な区域と大きな権限を有することとなる道州が、現行の地方公共団体と同じく、

　それぞれ住民の直接公選による二元代表制であることでよいか、b）道州制の導入

　に伴い、その議決機関、執行機関、補助機関のあり方をどうするか、o）首都圏、

　近畿圏、中部圏など、人口や経済集積等において他の圏域と薯しく異なる圏域に

　っいても同じ制度としてよいか、d）道州制の導入に伴へ大都市圏域においては、

　現行の指定都市制度よりも道州との関係において独立性の高い大都市制度を考え

　　るのかどうか、といった観点についても、併せて検討することが必要である。

　　　なお、道州制の導入については、都遣府県も住民に身近な行政を担っており、

　　また、小規模な市町村を補完するような都道府県の機能が引き続き必要であり、

　従来の都道府県の役害1」が依然として大きいものであること、また一方で、道州制

　　を議論する前に圏域白ろなテーマについては既存の制度である都道府県間の広域連

　　合を活用する方法もあると考えられることなどを踏まえ、道州制の導入にっいて

　　は慎重な検言寸を要するとする意見もある。
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都道府県の沿革

1871年（明治4）8月　廃藩置県
　　・矢口藩事の職を免じ、藩を廃止。全国に3府302県を設置。

1871年（明治．4）12月　3府72県

1876年（明治　9）　　3府35県

1879年（明治12）　　琉球藩を廃止し、沖縄県とする。

1882年（明治15）　　開拓使を廃止し・北海道に3県（札幌・函館・根室）

　　を設置

1886年（明治19）　　内閣制度の確立と併せ、北海道3県を廃止し、北海

　　道庁を設置
　　．長官は、内閣総理大臣に直属、本庁は札幌、全道を札幌・函館の2区役所、

　　　その他21郡役所に分けた。1890年（明治23）・長官を内務大臣に
　　　直属させ、府県知事と同列の地方官に。

1888年（明治21）　　呑川県を設置、現在に至る府県の境界、名前が確立

　　　（1道3府43県）

1889年（明治22）　　大日本帝国憲法の発布

1890年（明治23）　　府県制・郡制の制定
　　　・国会開設（11月）の直前、5月に公布。
　　　．府県は、もともと国の地方行政区画として設定され、官吏の知事を配置し

　　　たもの。
　　　．府県会は、府県内郡市の複選制選挙による名誉職議員により構成。
　　　．郡は、課税権を持たないが、郡会、郡参事会、郡長を置く地方公共団体と

　　　なる。

　1943年（昭和18）　　東京都制の制定
　　　・東京府・東京市・区を廃し、東京都を設置。

　1946年（昭和21）　　日本国憲法の制定

　1947年（昭和22）　　地方自治法の制定
　　　・東京都制、道府県制、市制、町村制を統合。
　　　．都道府県の廃置分合・境界変更は、府県制と同様に法律で定めるとされた

　　　（地方自治法第6条）。
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○
幻

道州制論の類型

中間的な団体 地方公共団体 連邦制

区　分 国の行政機関

◇官治的遡刊制薬 ◇中問的道州制薬 ◇自治的劃刊制案 ◇蓮邦制的道州制薬

・行政調査部「州制」案（昭和鴉年〕 ・第4次地制≡周「地方」薬（昭和呂2年） ・行政調査部「道制」案（昭和23年〕 ・平成維新の会「道」案（平成元年〕

一市≡義会議長会随州」棄（昭和29年〕
1自民党議連『遺州」秦（平成12年〕 ・青年会議所『州」案（平成2年〕

・関経連随州」案（昭和ヨO年〕
・民主党随州」案（平成皿年〕 ・行革国民会議「州」案（平成2年〕

・市長会「特別地方団体」案囎和鴉年〕 ・岡山県研究会『州」薬（平成3年〕

・市長会「道州」案（昭和32年〕 ・恒松外「州」案（平成5年〕

・関経連随州」棄（昭和仏年〕 ・中経連「州j薬（平成14年〕

1目商「道州」案（昭和45年） ・目本経団連『州」案（平成15年〕

都道府県を ・目商「道」案（昭和57年）

鮒 ・中経連「道州」案（平成元年〕 ※一層制の地方自治制度

・PHP「州府制」案（平成’8年）

・盲売売新聞社『12州300市」案（平成9年〕

・経済同友会「道州」薬（平成14年）

・日商・東商随州」案（平成14年〕

※＝層制の地方自治制度

◇地方行政官庁案 ◇国と都道府県との協議・共同織罰案 ◇現行都道府県を越える広域的地方公共団 ◇連邦制的劃刊制案

・州庁設置薬（昭和2年） ・地方行政協議会（昭和18年） 体案

・地方総監府（昭和20年） ・地方行政連絡協議会（昭和40年） 〇三層制案
※二層制の地方自治制度

・地方行政事務局（昭和20隼） ・岸大阪府知事「近畿圏」案（平成2年〕

・行政調査部「地方行胸〒」案㈱雛〕
○都道府県統合案

・第1次臨調「地方庁」案（昭和38年）
・町村講会講長会哺県統舎」案（昭和鴉年〕

・町村会「道州」案（昭和29年〕
・第4次地制調r県」案（昭和32年〕

都道府県を ・市議会議長会「道舳案（昭和32年〕

存置 ・町村会『遣州庁」案（昭和32年）
○都道府県の自主的合併案

・関経連「地方庁」案（昭和56隼）
・第10次地制調「府県含併」案㈱如年〕

・関経連『地方庁」案（平成元年）

・平松大分県知事「九州府」案（平成7隼〕
○都適府県連合案
・第13次地制調「連合」案（昭和44年〕

1第鴉次地制調肱域連合」薬呼成5年〕

・広域蓮合制度（平成6年）

I

◇選択的劃刑制案

・関経連『州」案て平成15年〕

その他 ※二層制又は三層制の地方自治制度

資料：総務省調



道州制に関する各紙社説

●平成15年5月1日（木）産経新聞（P32）

　『自治体改革一都道府県の再編に着手を」

　　　調査会は、都道府県についても自主的な合併を進めるために地方自治法

　　　の改正など法整備の必要性を強調している。将来の道州制導入を視野に、

　　都道府県の再編も本格的に取り組むときである。合併で行財政基盤を強化

　　　した市（基礎的自治体）が主役となり、国や都道府県は補完的役割に回る

　　　ことが、分権杜会の真の姿である。

●平成15年5月4日（日）日本経済新聞（P33）

　『小さな自治と大きな自治1＝道を開こう」

　　　　中間報告は都道府県の自主的合併制度の創設も提案した都道府県に自

　　　主的に合併する道がないのは制度の不備である。より大きな遣州制の導入

　　　は将来の課題だとしても、市町村合併の進展次第では、都道府県の再編は

　　　差し迫った課題になる。現に青森、秋田、岩手の三県は合併に向けて協議

　　　を始めている。自主的合併制度の創設を急ぐ必要があ乱

●平成15年5月4日（目）毎日新聞（P34）

　「市町村合併一選択の幅を広1ザた中間報告」

　　　市町村合併が促進されれぱ、地方自治における都道府県の位置付けも当

　　然変化する。すでに、北東北3県では知事同士で合併問題を協議している。

　　　中間報告でも「都道府県合併」の法的整備を提唱、「道州制」にも一定の

　　　理解を示している。

●平成15年5月7目（水）讃費新聞（P35）

　「地方制度改革一合併を促す『地域自治組織」構想」

　　　市町村合併が進めぱ、都道府県の役割も変わらざるを得ない。中間報告

　　　は、都道府県合併や道州制導入についてr検討対象」としてい乱

　　　　北東北三県では合併の検討が始まってい乱経済団体などからは道州制

　　　の提言も多い。地方制度調査会だけでなく、政府や政党も本格的に議論す

　　　べき時だ。

●平成15年11月16日（日）日本経済新聞（P36）

　『小さな町村を一律に切り捨てていいか」

　　　答申は百年以上も続いた都道府県r布町村の二層制に代わる新しい「国

　　のかたち」を示している。規模や能力を拡充した基礎自治体と道州による

　　二層制である。将来の理想として描くのはいいが・焦って現実にそれを当

　　てはめようとすると無理が生じる。
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●平成15年11月16日（日）産経新聞（P37）

　r市町村合併一決断のときを遅らせるな」

　　　　r平成の大合併」による基礎的自治体（市）の行政区域・権限の拡大に

　　伴い、都道府県再編を経た道州制への移行も必然の過程といえ乱

　　　　地方制度調査会が答申で示した新法による市町村合併の一層の促進と、

　　　道州制導入の本格検討は、自治体改革の方向を明確に打ち出したものとし

　　　て評価できる。

　　　　　　　　　　　　　　（中　　略）

　　　　知事会代表も合併への知事の関与を強めることに難色を示したが、一部

　　　の知事を除き、知事会全体としては合併に続く道州制移行への恐れが窺え

　　　る。国主導の自治体改革を批判する前に、地方自ら大きく変わる時だ。

●平成15年11月17日（月）毎日新聞（P38）

　　『市町村合併一知事にまかせるのが分権か」

　　　　合併により基礎自治体である市町村の規模と能力は拡大する。その一方

　　　で、都道府県は権限が委譲され、存在があいまいにな乱そこで、答申は

　　　都道府県の合併と道州制の検討も打ち出してい乱

■平成15年11月17日（月）東京新聞（P39）

　　「市町村合併一住民が将来を選ぷとき」

　　　　都道府県制度のあり方については・答申は中間的な考えを述べるにとど

　　　めている。道州制も検討の対象にしているが、この導入によって国の権限

　　　や税財源が地方に移譲される必要があ私国の地方出先機関が道州に代わ

　　　るようだと、分権改革に逆行する。

●平成15年11月17日（月）北海道新聞（P40）

　　『道州制一あるべき姿発信したい」

　　　　先の衆院選では、主要政党がそろってこれを公約に掲げた。北東北三県

　　　と首都圏では、県自らの広域連携構想も出ている竈そして・十三目の政府

　　　の地方制度調査会の最終答申である。
　　　　こうした動きを歓迎したい。道にも、あるべき道州制論を大いに発信す

　　　ることを求めたい。特区構想で先頭を走っている道には・後戻りさせない

　　　責任があるはずだからである。

　　　　　　　　　　　　　　　　（中　　略）

　　　　　地方制度調査会は、本格的論議自体は来年発足する次期調査会に委ねた。

　　　　しかし、答申でr検討が必要」と明記した上で・そのあり方や課題につい

　　　　て詳述した。いわば次期調査会への条件付き委任だ。

　　　　　それによると、道州は「より自主性・自立性の高い自治体」であり、「国

　　　　の役害1」は重点化し、多くの権限を地方に移譲する」。財源面では・地方税

　　　　の大幅拡充のほか、道州の規模や経済力を考慮した財政調整の仕組みを検

　　　　討する必要があるとした。
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　この基本認識は妥当である。道では、二年前に有識者による検討懇話会

が報告書をまとめ、今年七月にもrモデル構想」案を発表しているが、そ

れらと方向はおおむね一致す乱

●平成16年3月3日（月）日本経済新聞（P41）

　「道州制は広域連携の積み重ねを基に」

　　　政府の地方制度調査会（諸井崖会長）が本格的な道州制の検討に入る。

　　百年以上続いた都道府県を十前後の道州に再編成するとなれば歴史的な

　　改革になる。国民的な議論が欠かせない。

●平成16年5月17日（月）毎日新聞（P42）

　「地方分権報告書一未来像が見えてこない」

　　　道州制についても国民的議論を期待する、という表現にとどまり・意見

　　集約まで至っていない。国の地方支分局は全国に計663機関・職員は約

　　　22万人に及ぶ。この見直しは道州制の制度設計と密接にかかわ乱
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の
切
れ
る
宰
成
十
七
隼
三
月
以
偉
も
財
政
支
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
援
の
な
い
形
で
自
主
的
な
合
傍
を
促
す
（
と
一
山
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竈
モ
て
い
ゑ
そ
の
．
毫
一
麗
営
」
」
醤
鎧
は
会
咽
奮
と
の
合
併
罵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宣
ゑ
十
差
清
奮
至
に
壌
市
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．
瓢
嚢
富
嚢
を
警
器
質
蓼
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容
蓉
婁
墨
薯
伸
．
特
恩
墨

分都権．遵

（
あ府る改委県。正坦の将な 的・
茎 な調

社府 麓 合’査
会県・のは 合暮来ど 傍会
自 併編の法で．も遺整 をは

真楕の完． 払． 咄足
．、

i口

芭
行．本州傭鑛鍛婆に八暴盤　を牲を　襯を

め都
姿的で役 る遣
が た府

あ割 』士 め県
一 る’に 役 にに
。回 と 地つ1 ＾｛o ’4

強　野強化　1・こ謂しと’し 方い
■ 一
」
り 自て
と

、 治も
が
、 国俸毫翫 濠自や の主

的
ス
け
’
累
域
’
’
の
定
な
の
・
、
一
名
独
だ
穀
π
対
選
跡
・
州
■
・
自
勾
ミ
璽
隻
応
行
．
内
町
．
の
　
任
帳
が
を
里
’
は
創
地
聾
棚
護
嚢
婁
萎
曇
醤
灘
1
め
こ
を
と
’
重
発
’
’
＝
唯
ら
う
緒
の
寮
震
　
…
れ
し
ぶ
合
だ
に
　
ξ
三
る
た
町
併
o
は
　
鞄
○
奄
重
當
｝
こ
華
茅
　
、
　
　
蓋
　
極
バ
向
瞬
地
　
L
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ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
彩
が
薄
れ
た
が
、
一
定
の
人
□
規
模
朱
満
自
主
的
に
合
併
す
る
道
が
な
い
の
は
制
度

一
灘
鰯
一
小
さ
な
自
治
と
大
き
な
自
治
に
道
を
開
こ
う
　
の
町
村
の
籍
を
目
蓬
掲
げ
る
べ
蓬
の
備
，
　
り
き
簿
製

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
意
見
は
な
お
強
い
。
最
終
答
申
に
。
　
－
茸
来
の
≡
題
だ
と
し
て
も
“
市
囮

都
道
府
県
－
市
町
村
の
＝
層
制
が
墓
本
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
都
道
府
県
は
小
規
模
例
市
な
ど
人
□
規
模
に
よ
る
自
治
体
の
ラ
向
け
て
の
論
点
だ
が
、
離
島
や
山
間
地
を
村
合
併
の
進
展
次
第
で
は
、
都
道
府
県
の

の
目
本
の
地
方
自
治
制
度
だ
が
へ
新
た
に

市
酊
村
丙
部
の
よ
り
小
さ
な
自
治
と
都
道

府
県
の
再
編
を
含
む
よ
り
大
き
な
自
治
を

考
え
る
べ
き
時
期
に
き
尤
。
地
方
制
度
調

査
会
の
中
間
報
告
は
そ
の
試
案
で
あ
る
。
。

　
市
唖
村
台
併
推
進
の
た
め
の
特
例
法
は

二
〇
〇
五
年
三
月
で
期
限
切
れ
と
な
る
。

そ
れ
ま
で
に
市
町
村
数
を
千
に
減
ら
す
と

い
一
つ
目
標
は
違
成
で
き
そ
う
に
な
い
し
、

人
口
一
万
禾
満
の
市
町
村
も
か
な
り
残
り

そ
う
だ
。
そ
の
後
ど
う
す
る
か
。

　
中
間
報
害
に
よ
る
新
制
度
で
は
、
引
き

統
き
合
併
を
推
進
す
る
が
、
合
併
に
対
す

る
財
政
優
遇
搭
置
は
や
め
る
。
同
時
に
、

旧
市
町
村
単
位
に
地
域
自
治
組
織
を
設
け

市
町
村
に
地
域
自
治
組
織
に
移
行
す
る
よ
ン
ク
分
け
に
応
じ
て
、
国
か
ら
の
権
限
移
考
え
れ
ば
，
人
口
に
よ
る
一
律
の
線
引
き
再
編
は
差
し
迫
っ
た
課
題
に
な
る
。
現
に

う
勧
告
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
　
　
　
譲
に
差
を
つ
け
て
き
た
。
規
模
拡
大
に
よ
に
は
無
理
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
■
　
　
　
青
森
、
秋
田
、
岩
手
の
三
県
は
合
併
に
向

自
帥
鰺
簸
鍍
議
醸
饒
籔
薩
“
ガ
薬
雛
簸
誰
講
鯛
懇
畿
合
併

い
う
え
、
住
民
自
治
の
衰
退
に
対
す
る
歯
む
っ
て
き
た
。
地
域
自
治
組
織
は
肥
大
化

止
め
が
な
か
っ
た
。
条
件
整
備
が
不
十
分
し
た
都
市
に
も
求
め
ら
れ
よ
う
畠

な
た
め
、
余
計
な
ア
メ
や
ム
チ
を
使
つ
て

合
併
を
促
し
て
き
た
面
も
あ
る
。

　
中
間
報
告
で
提
案
し
た
地
域
冒
治
組
織

は
従
来
の
推
進
策
の
欠
陥
を
補
う
も
の
、

だ
。
「
合
併
す
れ
ば
、
周
辺
部
が
寂
れ
る
」

と
い
う
懸
念
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
も
な

る
。
た
だ
、
こ
の
小
さ
な
自
治
の
仕
組
み

を
合
併
市
町
村
に
限
る
理
由
は
な
い
。
．

　
政
府
は
政
令
指
定
部
市
、
中
核
市
、
特

■
合
併
の
場
合
に
限
ら
な
い
一
般
的
な
制

度
に
す
る
な
ら
、
旧
市
町
村
を
単
位
と
す

る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
も
っ

と
小
さ
い
小
中
学
校
区
単
位
で
あ
’
て
も
■

差
し
支
え
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
市
町
村
が

条
例
に
よ
り
目
由
に
定
め
ら
れ
る
よ
う
に

す
れ
ぱ
い
い
。

　
中
闇
報
告
ば
た
た
き
台
（
西
尾
勝
副
会

、
長
の
私
案
）
に
比
べ
て
強
制
台
併
的
な
色

一2R一
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選
択
の
幅
を
広
げ
た
中
間
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
1
世
紀
の
都
道
府
県
や
市

　
　
　
　
　
　
　
　
町
村
の
あ
り
方
を
検
討
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
『
地
方
制
度
調
査
会
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
首
相
の
誰
問
機
関
・
諸
井

　
　
　
　
　
　
　
　
．
凄
会
長
〕
は
中
問
報
告
を
ま

　
　
　
　
と
め
、
6
日
、
小
泉
純
一
郎
首
相
に
提

　
　
　
　
出
す
る
。

　
　
　
　
　
大
半
の
地
方
自
治
体
は
、
国
同
様
に

ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
ヘ
の
住
民
の
要
求
．

は
高
ま
る
ぱ
か
り
だ
。
半
面
、
分
権
も

進
み
、
各
目
治
体
の
行
政
に
は
目
主
性
、

独
自
色
が
一
段
と
求
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
吊
一
呂

　
こ
う
し
た
麗
路
を
打
開
す
る
た
め
政

府
、
与
党
は
市
町
村
台
併
を
推
奨
し
て

き
た
。
0
5
年
3
月
ま
で
の
台
併
に
は
「
合

併
特
例
憤
」
発
行
な
ど
の
情
例
措
置
を

体
の
往
民
に
な
る
こ
と
を
合
併
の
方
針

と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
。

　
畠
民
に
満
足
で
き
る
サ
ー
ピ
ス
を
実

施
し
続
け
る
に
は
、
台
併
は
避
け
て
通

れ
な
い
岨
」
と
も
葛
実
だ
。

　
・
昨
年
、
同
調
査
会
で
公
表
さ
れ
た
西

一
尾
携
副
桧
長
案
は
、
一
種
の
タ
タ
キ
台

と
な
っ
た
。
0
5
年
4
。
月
以
降
も
、
さ
ら

な
る
台
併
捲
進
期
聞
を
認
め
る
一
方

で
、
合
併
し
な
い
一
定
規
模
の
人
口
に

満
た
な
い
市
町
村
に
は
、
、
権
限
の
縮
小

　
か
他
の
目
治
体
へ
の
強
制
編
入
を
迫
る

　
内
容
が
膏
子
だ
っ
た
。

　
　
と
こ
ろ
が
、
町
村
会
な
ど
は
『
強
制

の
争
点
で
、
住
民
投
票
や
首
長
の
リ
コ

ー
ル
を
求
め
る
運
動
も
名
地
で
活
発
化

し
て
い
る
。

　
中
問
報
告
で
は
市
酊
村
を
■
『
基
礎
的

自
治
体
」
『
自
立
性
の
高
い
行
政
主
体
」

と
位
置
付
け
、
福
祉
や
教
育
、
街
づ
く

り
な
ど
の
住
民
に
身
近
な
行
政
に
つ
い

て
、
■
「
す
ぺ
て
の
基
礎
的
自
治
体
で
処

史
的
、
伝
統
的
な
祭
り
の
多
く
が
消
え

た
。
　
「
昭
和
の
大
合
併
」
で
は
周
辺
刈

域
が
衰
赴
し
た
臥
い
く
つ
竜
の
冶
仰
に

よ
る
弊
署
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
圧
」
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
崩
壊
促
進
屯
懸
念

さ
れ
て
い
る
。

　
申
問
報
告
で
は
台
併
後
も
旧
市
旧
村

単
位
で
の
「
地
域
自
治
組
織
」
制
度
を

設
置
す
る
よ
う
提
唱
し
て
い
乃
。
一
定

の
巨
治
暖
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
合
併
の
弊
害
を
よ
り
少
な
く
す
る

上
で
は
有
効
だ
ろ
う
。

市
町
村
合
併
が
促
進
さ
れ
れ
ば
、
地

方
自
治
篤
け
る
饗
躍
窺
圏
価

合
併
」
　
『
弱
小
自
治
体
の
切
り
捨
て
」

と
批
判
。
中
闇
報
告
は
こ
の
点
に
も
一

定
の
配
慮
を
見
せ
て
い
る
。

　
一
つ
は
合
併
を
希
望
し
な
が
ら
実
現

で
き
な
い
市
価
村
に
は
、
合
併
構
想
を

都
道
肝
県
が
策
定
し
、
勧
壱
、
関
係
市

町
村
閤
の
合
意
形
成
作
り
を
あ
っ
せ
ん

出
来
る
こ
と
と
し
た
点
だ
。
扇
終
的
τ

残
る
小
規
模
な
自
治
休
に
対
し
て
も
、

権
阪
縮
小
を
強
制
し
て
お
ら
ず
、
他
へ

の
編
入
も
強
要
し
て
い
な
い
。

け
も
当
然
変
化
す
る
『
鷲
熊

｝
…
≡
北
3
県
で
は
知

：
琶

協
議
し
て
い
る
。
中
問
報
冒
都

道
府
県
台
併
」
の
法
顎
掘
唱
、

「
道
州
制
」
に
も
一
定
の
理
解
を
示
し

て
い
る
目

　
市
酊
村
台
併
は
住
民
の
目
主
惹
思
が

最
大
限
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
。
地
域
の

実
情
に
合
っ
た
選
択
が
住
民
に
は
保
障

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
『
中
闇
報

告
」
は
、
多
様
な
選
択
を
司
能
に
す
る

一34一
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合
併
を
促
す
「
地
域
自
治
組
織
一
構
想

地方制度改革
　
現
行
の
A
星
…
特
例
法
は
、

で
期
限
が
初
れ
る
。
中
闇
報
告
は
、
そ
の
後
の

国
の
対
応
に
づ
い
て
、
市
町
村
の
自
主
牲
を
尊

重
し
つ
つ
、
財
政
支
援
を
伴
わ
な
い
合
併
の
加

速
策
を
打
ち
出
し
た
o

　
注
目
さ
れ
る
の
は
「
地
域
自
治
組
織
」
の
導

入
だ
口
合
併
後
の
自
治
体
に
、
合
併
罰
の
旧
市

町
村
を
単
位
と
し
て
、
事
務
の
一
部
を
委
ね
る

自
治
組
織
を
設
け
る
制
度
で
あ
る
o

　
合
併
を
た
め
ち
う
市
囲
村
に
は
「
合
併
す
れ

ば
、
新
し
い
市
の
中
心
地
域
だ
け
が
発
展
し
、

　
迷
っ
て
い
る
富
治
体
に
。
と
っ
て
は

合
併
に
踏
み
切
る
か
ど
う
か
の
判
断

材
料
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
地
方

制
度
調
査
会
煎
、
、
今
後
の
地
方
自
治

制
度
の
あ
σ
方
に
関
す
る
申
問
報
告

■
を
小
泉
首
相
に
提
出
し
た
。
。

　
　
　
　
　
　
　
二
〇
〇
五
年
三
月

周
辺
地
域
は
廃
れ
て
し
ま
う
」
と
い
っ
た
懸
念

が
少
な
く
な
い
。
旧
市
価
村
名
が
消
え
る
こ
と

へ
の
寂
し
さ
を
訴
え
る
声
も
あ
る
o

　
地
域
自
治
組
織
榛
想
は
、
そ
う
し
た
懸
念
を

ぬ
ぐ
う
の
が
狙
い
だ
。
地
方
分
権
時
代
に
必
婁

な
「
住
罠
目
治
の
重
視
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
。

憲
義
あ
る
握
案
と
言
っ
て
い
い
o

　
こ
の
制
度
の
導
入
時
期
ば
、
合
併
特
例
法
の
■

期
限
切
れ
後
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

す
で
に
合
併
し
た
富
治
体
や
特
例
法
の
期
限
内

で
の
合
併
を
目
指
す
市
町
村
に
も
、
導
入
を
望

む
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
だ
う
つ
。

　
合
併
を
加
遼
さ
せ
る
た
め
に
も
、
阜
急
に
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
　
■
｝
，

慶
を
整
え
る
と
同
時
に
、
ど
の
晴
点
ま
で
遡
及

し
て
適
用
す
る
の
か
、
明
確
に
す
ぺ
き
だ
。

　
中
問
報
告
は
、
都
道
府
県
が
合
併
の
翰
憾
や

勧
告
を
行
う
こ
と
も
盛
り
込
ん
で
い
る
。

　
全
国
の
こ
れ
ま
で
の
動
き
を
み
る
と
、
都
道
■

府
県
の
姿
勢
斌
市
町
村
の
合
併
機
逼
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
事
実
だ
。
都
道
府
県

の
費
伍
と
役
割
を
明
確
に
す
る
だ
め
に
も
、
実

効
あ
る
関
与
の
仕
組
み
が
次
か
せ
な
い
。

　
中
闇
報
告
に
は
、
■
不
十
分
な
占
…
も
あ
る
。

　
自
民
党
内
に
は
「
人
口
一
万
人
末
満
の
囲
村

は
、
事
務
の
費
託
な
ど
、
組
織
を
簡
棄
化
す
べ

き
だ
」
と
い
っ
た
提
案
も
あ
る
。
そ
の
基
準
が

妥
当
か
ど
う
か
も
含
め
て
論
議
を
深
め
、
最
終

報
告
で
明
確
に
示
し
て
も
ら
い
た
い
。

市
町
村
合
併
が
進
め
ぱ
、
都
道
府
県
の
役
割

福
祉
や
教
育
な
ど
身
近
な
行
政
事
務
を
処
理
蟄
「
都

で
き
る
「
基
礎
的
自
治
体
」
へ
の
市
町
村
の
再

編
を
め
ざ
す
と
し
な
が
ら
、
目
標
と
す
べ
き
自

治
体
の
人
口
規
模
を
明
示
し
て
い
な
い
。

　
分
権
時
代
の
碁
礎
的
自
治
体
は
、
ど
ん
な
規

模
が
望
ま
し
い
が
、
一
定
の
目
安
を
示
さ
な
け

れ
ば
戸
惑
う
市
町
村
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

道
府
県
合
併
や
道
州
制
蕩
入
に
つ
い
て
「
検
討

府 も い 蝿
や 多

る
o 北 婁

政 い 東 」
党
o
経
北
■ と

も 地 済 二
し

本 方 団 県 て
格 制 体 で い
的 度 な は る
に 調 ど 合

o

論 査
か
一 ’併

議 会 b の
す だ は 検
べ け 道

冨寸

き で 割が時 な 始
だ
く
、 の まo 提
呈 つ

政 冒 て

灼
婁
」
と
し
て
い
る
o
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鰯
騒
鰯
小
さ
な
町
材
を

　
市
町
村
合
併
の
動
き
が
一
段
と
加
遼
し

そ
う
だ
。
地
方
制
度
調
査
会
が
答
甲
で
人

口
一
万
未
滴
の
町
村
解
消
の
方
向
を
打
ち

出
し
た
か
ら
だ
。

答
申
は
百
年
以
上
も
続
い
た
都
道
府
県

：
市
町
村
の
二
層
制
に
代
わ
る
新
し
い

「
国
の
か
た
ち
」
を
示
し
て
い
る
。
規
模

律
に
切
り
捨
て
て
い
い
か

暴
ガ
岩
拡

し
て
描
く
の
は
い
い
が
、
焦
っ
て
現
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

生
じ
る
。

　
合
併
推
進
に
よ
り
、
合
併
特
例
法
の
期

限
の
二
〇
〇
五
年
＝
再
ま
で
に
市
町
村
数

は
現
在
の
三
分
の
二
の
約
二
千
に
減
る
見

込
み
だ
。
そ
れ
で
も
理
想
に
は
程
遠
い
か

ら
、
そ
の
後
も
合
併
を
促
す
直
し
か
し
、

現
行
の
よ
う
な
合
併
特
例
債
な
ど
の
ア
メ

の
ば
ら
ま
き
で
は
財
政
効
率
化
に
つ
な
が

ら
な
い
。
そ
こ
で
都
道
府
県
の
市
町
村
に

対
す
る
勧
告
と
い
う
ム
チ
を
使
う
。
そ
の

際
の
目
安
が
人
口
一
万
と
い
う
わ
け
だ
。

　
離
島
な
ど
例
外
は
設
け
る
と
は
い
う
も

の
の
、
人
口
一
万
と
い
う
線
引
き
に
は
町

村
か
ら
の
反
発
は
強
い
。
自
前
の
安
上
が

り
の
公
共
事
業
を
進
め
る
長
野
県
栄
村
や

先
駆
的
な
有
機
農
業
で
知
ら
れ
る
宮
崎
県

綾
町
な
ど
人
口
一
万
夫
満
で
も
先
進
的
な

町
村
は
少
な
く
な
い
。

　
小
規
模
町
村
は
住
民
一
人
当
た
り
の
財

政
支
出
が
大
き
い
か
ら
と
い
っ
て
、
人
口

だ
け
を
理
由
に
合
併
圧
力
を
か
け
る
の
は

危
険
だ
。
む
し
ろ
早
め
に
国
・
地
方
の
税

財
政
改
革
（
三
位
一
■
体
改
革
）
の
将
来
見

通
し
を
示
せ
ば
、
存
続
困
難
と
判
断
し
た

町
村
は
自
発
的
に
合
併
を
選
ぷ
は
ず
だ
竈

　
も
と
も
と
極
端
に
過
密
遇
疎
が
進
ん
だ

日
本
で
は
基
礎
自
治
体
の
規
模
を
そ
ろ
え

る
の
は
困
難
だ
。
広
域
連
合
を
含
め
多
様

な
あ
り
方
を
認
め
て
い
く
し
か
な
い
。

　
都
道
府
県
に
よ
る
台
併
勧
告
も
強
制
的

な
色
彩
が
濃
い
。
地
方
分
権
一
括
法
に
よ

っ
て
、
都
道
府
県
と
市
町
村
は
対
等
の
関

係
に
な
っ
た
は
ず
だ
が
、
再
び
上
下
・
主

従
関
係
が
復
活
し
か
ね
な
い
。
都
道
府
県

に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
合
併
を
望
み
な
が

ら
も
周
辺
自
治
体
と
の
協
議
が
整
わ
な
い

と
い
っ
た
際
の
潤
渇
油
的
な
役
割
だ
。

　
基
礎
嘗
治
体
の
規
模
拡
大
に
よ
り
住
民

自
治
が
蓑
え
る
恐
れ
も
あ
る
た
め
、
答
串

は
よ
り
小
さ
な
自
治
で
あ
る
「
地
域
自
治

組
織
」
創
設
に
道
を
開
い
た
竈
合
併
ア
レ

ル
ギ
ー
解
消
の
た
め
の
暫
定
拷
置
に
と
ど

ま
る
こ
と
な
く
、
一
般
的
な
制
度
と
し
て

設
け
る
こ
と
に
し
た
の
は
前
進
だ
。

　
閤
題
は
中
身
の
定
め
方
だ
。
新
組
織
の

長
や
議
会
に
相
当
す
る
「
地
域
協
議
会
」

の
構
成
員
は
自
治
体
の
長
が
選
任
す
る
と

い
う
自
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
法
律
で
細
か

く
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
目
自
治
体

の
憲
法
と
も
い
う
べ
き
自
治
基
本
条
例
を

制
定
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い
る
。
小
さ

な
自
治
組
織
の
申
身
こ
そ
自
治
基
本
条
例

で
定
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
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方 州に 行向
⊥ 制よ 士 も
伍 導る 必
明 入市 制 然
確 の の
に 本村 昌

■ 過
打鵜 程
ち と
出 討．の カ い
し

醜
』え

た 申 る
も ！

o

の 治 ’

と 体’
し 改’と ナ

て 革、 乗
評 の道一

．
や
、
首
長
・
議
員
の
自
己
保
身
の
た
め
に
合

併
に
背
を
向
け
る
と
い
う
の
で
は
、
地
域
社

、
会
の
展
望
は
尉
け
な
い
。
■
「
自
治
体
は
小
さ

い
ほ
ど
き
め
こ
ま
か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
コ

決
断
・
の
と
き
を
遅
ら
せ
る
な

　
市
町
村
合
併
が
緊
急
の
課
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
戦
後
一
貫
し

て
続
く
護
送
船
団
方
式
の
自
治
体

運
営
が
限
界
に
き
て
い
る
と
い
う

財
政
上
の
間
題
だ
け
で
は
ね
い
。

交
通
・
情
報
網
の
発
逢
に
よ
る
生

活
圏
や
経
済
圏
の
拡
大
に
加
え
、

少
子
・
高
齢
化
や
国
際
化
と
い
っ
た
新
た
な

行
政
需
要
に
対
応
す
る
た
め
の
行
財
政
基
盤

の
強
化
と
い
う
積
極
的
な
意
味
合
い
が
む
し

ろ
強
い
。
「
平
成
の
犬
合
併
」
に
よ
る
基
礎
的
由
目
治

体
（
市
）
の
行
政
区
域
・
権
限
の
拡
大
に
伴

い
、
都
道
府
県
再
編
を
経
た
道
州
制
へ
の
移

価
で
き
る
。

　
合
併
特
例
法
の
期
限
の
切
れ
る
平
成
十
七

隼
度
以
降
の
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
、
「
人

口
一
万
人
未
満
」
の
小
規
模
市
町
村
の
合
併

を
重
点
的
に
促
進
す
る
方
針
を
具
体
的
に
示

し
、
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た
自
治
体
の
入
口

規
模
の
あ
り
方
に
踏
み
込
ん
だ
点
も
合
併
の

推
進
力
と
し
て
期
待
で
き
る
。

　
地
方
制
度
調
査
会
の
総
会
で
は
、
全
国
町

村
会
と
町
村
議
長
会
の
代
表
が
、
来
年
の
通

常
国
会
に
提
出
す
る
新
法
に
合
併
を
求
め
る

地 国 に 知 強
カ 主

事
｛ 知
向は陥段ね

， め け全れとる自 導
く
、 佐

る
｝ 事 た’国る厳と

ら の ’
、
き

」 会 決のこし、
大 自 州 と 代 断町とさ小
き 治 制

、 に
’ 表

体 知
を村がを寿く 移 異 も

変 改
色
山 合
迫に危・増穆

行革
｛

つ対倶・し囲コ
わ へ 鉋 併る 佐 の 示 へ
批 熔

たしさ’村もてれ住を

時 恐 し の の、る民泣
だ 判 れ と た 知 と地。生くo
す が し ’が 事窺
一

い域今活るる
吐 ⊂

、

の えの回を壕
目u え覇一

関 る将の不填
に る 部

与
⊥ 。来答安に、 o
の 佐 に申に一

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
維
持
で
き
る
」
と
い
う
主

張
は
、
答
申
の
示
し
た
「
地
域
自
治
組
織
」

で
十
分
カ
バ
■
ー
で
き
る
。

　
新
法
で
は
■
財
政
支
援
措
置
は
打
ち
切
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓
咀
｛
1
…
　
　
・

と
も
明
示
し
て
い
る
。
決
断
に
薦
購
し
て
合

併
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
す
る
よ
う
な
こ
と
に

な
る
と
、
小
親
模
町
村
を
め
ぐ
る
環
境
は
一

人
□
規
模
を
盛
り
込
む
こ
と
に
改
め
て
反
対
強
め
る
こ
と
に
裏
色
山
示
し
た
が
、

し
た
が
、
全
国
の
町
村
の
六
割
近
く
は
一
万

人
夫
満
で
、
単
独
で
は
介
護
保
険
の
運
営
も

で
き
な
い
の
が
現
状
だ
。

　
政
治
勢
力
と
し
て
の
町
村
会
の
組
織
防
衛
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矧
事
に
ま
か
せ
る
の
が
分
権
か

　
政
府
の
地
方
制
度
調
査
会

は
『
今
後
の
地
方
自
治
制
度

の
あ
り
方
に
関
す
る
答
申
」

を
ま
と
め
、
小
泉
純
一
郎
首

相
に
提
出
し
た
。

　
政
府
は
「
平
成
の
大
合
併
」
を
進
め

て
い
る
が
、
合
併
に
消
極
的
な
市
町
村

も
ま
だ
ま
だ
数
多
い
。
そ
こ
で
答
申
は
、

「
お
お
む
ね
人
ロ
ユ
万
人
朱
溝
」
の
自

治
体
に
は
、
台
併
促
進
の
た
め
、
都
道

府
県
知
事
が
台
併
構
想
を
作
成
す
る
よ

う
求
め
て
い
る
。

　
台
併
に
よ
り
基
礎
目
治
体
で
あ
る
市

町
村
の
規
模
と
能
力
は
拡
大
す
る
。
そ

の
一
方
で
、
都
道
府
県
は
権
限
が
移
譲

さ
れ
、
存
在
が
あ
い
ま
い
に
な
る
。
そ

こ
で
、
．
答
申
は
都
道
府
県
の
合
併
と
遭

州
制
の
検
討
も
打
ち
出
し
て
い
る
。

　
急
激
な
少
子
高
齢
化
で
わ
が
国
の
人

口
は
0
6
年
を
境
に
減
少
傾
同
を
た
ど

る
。
そ
の
一
方
で
、
地
方
分
権
を
求
め

る
世
論
は
強
ま
る
ぱ
か
り
で
、
小
泉
政

権
は
税
源
移
譲
と
補
助
金
、
地
方
交
付

税
の
見
直
し
に
よ
る
「
三
位
一
体
」
の

改
革
を
進
め
て
い
る
。
受
け
皿
と
な
る

ぺ
き
基
礎
畠
治
体
に
は
、
行
政
能
力
の

同
上
、
効
率
的
な
行
政
が
今
後
は
一
段

と
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
、
全
国
の
市
町
村
の
う
ち
約
半

分
の
1
5
4
0
が
合
併
に
向
げ
て
の
法

定
協
議
会
を
設
置
し
て
い
る
。
西
高
東

低
で
、
西
目
本
の
方
が
積
極
的
だ
。
先

の
総
選
挙
結
果
と
比
較
す
る
と
、
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
（
政
権
公
約
）
で
も
『
台
併

推
進
」
を
明
記
し
て
い
る
目
民
党
が
優

勢
だ
っ
た
地
域
が
多
い
。

　
答
申
で
「
台
併
の
目
安
」
と
し
て
い

る
1
万
人
未
満
の
目
治
体
は
全
国
に
1

5
0
0
余
あ
り
、
そ
こ
に
暮
ら
す
住
民

は
約
7
0
0
万
人
も
い
る
。
高
齢
化
も

一
段
と
進
ん
で
お
り
、
今
後
は
ま
す
ま

す
顕
著
に
な
る
傾
向
だ
。
住
民
－
人
あ

た
り
の
歳
出
額
も
、
小
規
模
目
治
体
の

方
が
は
る
か
に
多
い
。

　
し
か
し
、
市
町
村
合
併
は
人
口
規
模

や
財
政
面
か
ら
の
み
判
断
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
特
有
の
文
化
や
伝

統
を
持
っ
て
お
り
、
新
た
な
市
町
村
名

や
新
庁
舎
の
設
置
場
所
を
め
ぐ
り
合
併

話
が
最
終
段
階
で
破
た
ん
し
た
ケ
ー
ス

も
少
な
く
は
な
い
。

　
わ
が
国
の
治
安
は
悪
化
し
て
い
る
。

要
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
が
、
地
域
社
会
の
崩
壊
だ
。
都
市
部

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
農
村
部
で
も
、
犯

罪
防
止
の
社
会
的
抑
止
力
が
大
き
く
後

．
退
し
て
い
る
。
ひ
た
す
ら
規
模
を
拡
大

す
る
市
酊
村
A
口
併
で
は
、
地
域
社
会
の

再
生
は
不
可
能
だ
o

　
そ
こ
で
答
申
は
「
地
域
自
治
組
織
」

の
創
設
を
提
唱
し
て
い
る
。
一
定
地
域

を
単
位
に
、
住
民
が
目
ら
街
づ
く
り
な

ど
に
参
加
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し

よ
う
と
い
う
の
だ
。
多
様
な
選
択
を
住

民
に
保
証
す
る
こ
と
は
長
い
こ
と
だ
。

　
だ
が
、
肝
心
の
市
町
村
台
併
に
対
す

る
答
申
内
容
に
は
疑
問
も
残
る
。
　
『
自

主
的
な
台
併
を
進
め
る
」
を
う
た
っ
て

い
る
が
、
地
方
か
ら
の
反
発
は
根
強
い
。

調
査
会
の
総
会
で
も
「
強
制
合
併
と
と

ら
れ
か
ね
な
い
。
県
と
市
町
村
は
対
等

な
の
に
、
分
権
の
趣
旨
に
沿
っ
て
い
な

い
」
　
（
石
井
正
弘
・
岡
山
県
知
事
）
な

ど
と
、
疑
闇
視
す
る
意
見
も
上
が
っ
て

、
，
L
O
　
．

U
テ
　
A
口
併
を
拒
否
し
た
自
治
体
が
、
答
申

通
り
知
事
か
ら
「
合
併
協
議
会
の
設
置

や
A
口
併
に
関
す
る
勧
告
」
を
受
け
た
場

台
、
ど
こ
ま
で
自
主
性
が
尊
重
さ
れ
る
．

だ
ろ
う
か
。
強
制
力
は
な
い
と
は
い
え
、

疑
閤
は
残
る
。
新
法
作
成
段
階
で
は
、

吏
な
る
工
夫
が
必
要
だ
。
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こ
れ
か
ら
の
分
権
型
社
会
に
お
い
て
、
■
市
町
村
の
役
割
は
大
幅
に
拡
大
さ
れ
　
　
一

る
臣
住
民
自
ら
が
地
域
の
将
来
像
を
異
体
的
に
把
握
し
て
、
市
町
村
合
併
の
目
疋
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

非
を
判
断
で
き
る
よ
う
、
都
道
府
県
の
積
極
的
役
割
を
期
待
し
た
い
。
　
・
　
　
　
㎞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
措
慶
は
と
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
　
「
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
」
に
よ
る
合
併
促
進
策
は
好
ま
し
く
な

　
地
カ
制
度
調
査
会
が
ま
と
め
た
「
今
後

の
地
カ
自
治
制
度
の
あ
り
カ
」
に
関
す
る

答
申
は
、
国
と
地
カ
の
役
割
分
担
で
、
市

町
村
の
規
模
・
能
カ
を
充
実
強
化
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
分
権

型
社
会
に
お
い
て
は

住
民
自
治
が
重
視
さ

れ
る
べ
き
だ
と
い
う

が
、
一
」
う
し
た
考
え
は
時
代
の
大
き
な
流

れ
で
も
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
か
ら
の
市
酌
村
の

規
模
は
、
自
立
で
き
る
程
度
の
大
き
さ
が

必
要
だ
。
少
な
く
と
も
、
教
育
、
ま
ち
づ

く
り
、
福
祉
を
自
前
で
行
え
る
能
カ
を
備

え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
答
申
は
、
合
併
特
例
法
が
失
効
す
る
二

〇
〇
五
年
三
月
末
以
降
も
、
新
法
を
制
定

し
、
さ
ら
に
自
主
的
な
合
併
を
続
け
る
と

い
う
。
合
併
特
例
債
の
よ
う
な
財
政
支
援

い
。
支
援
措
置
の
中
止
は
当
然
だ
。

　
合
併
を
促
進
す
る
た
め
、
都
道
府
県
は
。

市
町
村
合
併
に
関
す
る
膚
想
を
策
定
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
対
象
と
な
る
小
規
模
な

市
町
村
は
お
お
む
ね
人
口
一
万
人
夫
溝
を

報
の
提
供
が
必
要
だ
。

　
合
併
す
る
場
舎
と
そ
う
で
な
い
ケ
ー
ス
■

に
分
け
て
、
各
地
域
の
将
来
像
を
鼻
体
的

に
提
示
し
、
住
民
が
地
鐵
の
未
来
を
判
断

で
き
る
よ
う
に
、
知
事
は
積
極
。
的
な
役
割
■

を
果
た
す
べ
き
だ
。

　
答
串
が
提
言
す
る
地
域
自
治
組
織
は
、

住
民
白
治
を
伸
ば
す
上
で
、
重
要
な
役
割

が
期
待
さ
れ
る
。
特
に
合
併
後
の
旧
的
村

の
住
民
慧
思
を
、
行
政
に
つ
な
ぐ
組
織
と

し
て
活
用
す
る
カ
策
を
探
る
ぺ
き
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
道
府
県
制
度
の

住
民
が
将
来
を
選
ぶ
と
き
あ
り
方
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐵

目
安
に
す
る
と
い
う
。

　
だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
目

安
に
す
ぎ
な
い
。
一
万
人
未
満
の
酎
村
で

も
、
財
政
力
が
あ
り
、
住
民
の
自
立
意
識

が
高
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
自
主
合
併
と
い

う
以
上
、
地
域
住
民
の
慧
向
が
十
分
尊
重

さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
都
道
府
県
知
事
に
、
合
併
に
関
す
る
勧

告
や
合
意
形
成
の
あ
っ
せ
ん
の
権
限
を
与

　
　
　
　
　
　
、

な
考
え
を
述
ぺ
る
に
と
ど
め
て
い
る
口
道

そ
の
前
提
と
し
て
、
地

州
制
も
検
討
の
対
象
に
し
て
い
る
が
、
こ

の
導
入
に
よ
っ
て
国
の
権
限
や
租
財
源
が

地
方
に
移
譲
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
国
の

地
方
出
先
機
関
が
道
州
に
代
わ
る
よ
う
だ

と
、
分
権
改
革
に
逆
行
す
る
。

　
市
町
村
の
白
立
に
は
、
財
政
基
盤
の
強

化
が
不
可
欠
だ
。
小
泉
内
閣
が
遣
め
る

「
三
位
一
体
の
改
革
」
に
よ
っ
て
、
都
道

府
県
や
市
町
村
の
財
政
の
自
立
が
確
立
さ

れ
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。
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北海道新聞朝刊平成15年11月17日（月）

あ
る
べ
き
姿
発
信
し
た
い

道　　州　　制
粋融榊輔瑚樽榊註．艶’

　
明
治
以
釆
の
都
遁
府
県
制
を

伺
と
か
し
よ
う
と
い
う
動
き

が
、
よ
う
や
く
出
て
き
た
。
道

．
州
制
の
導
λ
論
議
で
あ
る
。
・

　
北
．
海
道
で
は
ブ
小
泉
純
一
郎

酋
相
の
指
示
で
姶
ま
っ
た
「
特

区
」
を
逼
想
心
が
ち
だ
が
、
全
国
に
及
ぷ
本

格
的
道
州
制
論
が
椙
次
い
て
い
る
．

域
目
治
を
充
実
す
る
も
の
だ
．
■
そ
れ
で
こ
そ

分
楓
刮
私
会
枇
案
現
す
る
。

　
本
来
な
ら
、
市
匝
村
よ
り
も
先
に
郡
道
局

県
の
膏
編
成
、
つ
ま
り
道
州
制
の
導
入
が
必

婁
だ
と
い
う
意
見
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

地
方
制
度
調
査
会
は
、
本
搭
的
論
竈
目
体

．
先
の
衆
院
選
で
は
、
．
主
要
政
党
が
そ
ろ
っ

て
こ
れ
を
公
約
に
掲
げ
た
。
北
東
北
三
県
と

は
来
糞
足
す
る
次
期
調
査
会
に
委
ね
た
。

」
し
か
し
、
答
牽
で
「
検
討
が
必
彗
と
盟
記

し
た
上
で
、
そ
の
あ
り
方
や
課
題
に
つ
い
て

』
載
挫
し
た
．
い
わ
ぱ
次
親
調
査
会
へ
の
条
件

首
郵
園
で
は
、
県
自
ら
の
広
域
連
勝
蝿
鰯
陀

方
向
は
お
お
む
ね
一
致
す
る
。
　
　
　
　
　
　
予
幕
糊
成
に
反
映
さ
せ
る
具
体
案
づ
く
り
を

　
た
だ
、
嘗
窺
へ
の
道
は
平
た
ん
で
は
あ
る
　
進
め
て
い
る
．
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
ど

ま
い
。
道
州
制
は
、
古
く
は
一
九
五
七
年
の
　
ん
な
制
展
雇
、
ど
う
い
う
手
順
で
導
入
す
，
o

地
方
制
度
調
萎
で
「
地
葡
一
の
名
裏
の
か
の
萎
論
議
窪
い
婁
、
霞
竃

言
ざ
れ
、
を
の
螢
、
数
多
く
の
握
冨
や
検
討
．
源
を
つ
妻
4
貧
い
の
よ
う
に
移
U
書
．
、
八
る
手

が
行
わ
れ
な
が
ら
、
員
体
化
で
き
ず
に
き
た
　
法
は
危
う
い
，

か
ら
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
よ
う
や
く
本
論
の
動
き
が
出
て
岩

　
そ
の
理
宙
は
、
何
と
言
っ
て
も
権
風
を
絹
　
た
．
こ
の
機
会
を
と
ら
兄
、
道
は
こ
れ
ま
て

小
さ
れ
る
申
央
省
庁
の
抵
抗
で
あ
る
。
今
回
　
の
覇
積
を
生
か
し
て
、
望
ま
し
い
道
州
制
の

塞
宅
∈
ま
で
督
董
措
蓑
に
姿
蓑
ず
麓
竈
蕎
し
て
ほ
し
い
。
そ

は
、
誌
井
崖
会
景
の
指
導
力
が
あ
っ
た
一
　
　
れ
が
道
や
道
戻
に
と
っ
て
よ
刀
よ
い
特
区
を

　
特
区
構
想
を
め
ぐ
『
て
は
一
遭
が
年
茉
の
　
果
現
丁
る
道
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
■
　
　
1
」
I
1
1
　
　
■
　
1
1
1
　
　
■
1
■
！
　
■
　
■
－
’
一
1
－
　
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

副
て
い
る
，
そ
し
て
、
十
三
目
の
政
府
の
地

■

付
き
委
任
だ
。

、
そ
れ
に
よ
る
と
、
道
州
は
「
よ
り
自
主
性

方
制
屋
調
養
会
の
最
終
答
軍
で
あ
る
。

こ
う
し
た
馳
き
を
徹
迎
し
た
い
．
道
に
も
、

，
・
自
立
性
の
高
い
自
治
体
」
で
あ
り
、
『
国

の
役
割
は
雷
貢
化
し
、
多
く
の
糧
限
を
地
万
．

到
刮
べ
き
道
州
制
論
を
対
い
に
発
信
す
る
こ

に
移
翻
す
る
」
■
　
財
源
面
で
は
、
地
万
税
の

と
を
求
剛
た
い
。
特
区
禰
想
で
先
頭
を
定
っ

大
幅
払
売
の
ほ
か
、
道
州
の
親
槙
や
経
済
力

、
て
い
金
追
に
は
、
後
戻
り
さ
鐵
を
考
慮
し
た
財
政
調
整
の
什
頼
み
を
複
討
す

あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
．
る
必
要
が
あ
る
と
し
た

潟
饗
筥
う
毫
差
く
、
単
に
藷
ご
蟄
覇
は
蟄
で
あ
る
．
道
で
は
、

局
県
を
合
併
し
て
台
理
化
す
る
と
い
う
も
の
　
二
隼
前
に
有
識
番
に
よ
る
検
酎
懇
話
会
が
報

で
は
な
い
。
同
よ
り
も
、
中
央
政
府
の
役
割
　
告
脅
を
ま
亡
め
、
今
年
七
月
に
も
「
モ
デ
ル

毛
婁
だ
け
堅
し
て
、
隻
暮
と
広
驚
一
摩
溌
俺
原
る
が
、
圧
僅
1
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日経新聞朝刊第2面平成16年3月3日（水）

’
　
　
一

；・・三

、
一
、
．
一
一
．
い
．
一
二

．
　
■
一
一
一
．

嘉
済
団
窟
ど
霧
成
薯
関
西
広
域
雀
徽
の
場
合
に
も
、
．
地
カ
か
ら
の
管
．

．
．
嚢
嚢
菱
関
踊
嚢
倭
せ
唐
五
葛
な
毫
蟻
樹
雀
な
る
。
＝
ゲ
。

｛
・
．
と
い
う
樹
想
が
あ
届
づ
讐
つ
し
た
遵
携
吻
、
㌻
九
州
吻
経
緕
槻
模
は
オ
“
ス
†
ラ
リ
ア
一

　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
に
匹
敵
す
る
．
な
ど
、
、
各
道
州
は
中
規
模
の

一
唄
・
㌧
∵
・
・
一
－
．
∵
∴
．
ぺ
∵
と
は
い
え
、
稿
製
嚢
蓬
は
議
－
…
れ
事
懐
委
任
萎
の
廃
止
鷹

・
・
直
州
陛
経
算
や
嚢
麿
か
ら
何
・
一
棚
し
て
薯
べ
き
点
は
多
い
一
鷹
鼠
助
名
廃
止
鷹
奮
器
権
塵
は
一
．

密
緊
肴
た
も
の
餐
こ
れ
季
‘
域
暑
讐
う
茗
か
。
条
礁
驚
孟
募
ら
薯
峰
嚢
婁
毫
漢
沸
一

隻
し
碧
墓
情
も
な
く
・
謡
寮
ξ
一
蒙
ら
実
響
る
の
か
、
。
魯
斉
し
て
き
套
饗
蔓
蓼
碧

維
饒
針
雛
珊
仰
館
雛
繁
理
弱
蝕
鉦
議
薙
連
携

人
口
三
十
万
人
規
模
亀
核
市
雀
希
一
ぶ
篭
璽
嚢
え
奄
尽
∵
一
室
壁
県
窪
婁
選
覧
．

貞
義
覆
と
し
で
は
中
途
薮
㌃
泉
純
一
響
嚢
海
道
嚢
案
瑳
嚢
鐙
翠
選
蓋
一

底
琶
壽
能
性
萎
。
ぺ
凄
請
レ
た
道
州
制
の
モ
デ
ル
蔓
い
い
一
一
蓬
業
湧
煽
驚
デ
㌻

碧
鷹
改
萎
ら
に
推
し
賛
〃
一
例
箒
鷹
出
議
で
鷹
難
彩
陣
の
漫
潔
、
嚢
娼
楚

菌
の
役
割
塵
防
緊
萎
器
篇
溌
肩
屡
蓬
塑
菰
墾
溢
慈
ゑ
鷲
一
屡
鷹
童
一

一4ユー



毎日新聞朝刊第5面平成16年5月17日（月）

年
の
「
三
位
一
体
改
革
」
に
続
く
第
3

弾
だ
が
、
意
見
対
立
が
続
く
論
点
へ
の

言
及
を
避
け
、
通
読
し
て
も
分
権
を
推

　
　
　
　
し
進
め
よ
う
と
い
う
熱
気
が
伝
わ
っ
て

　
　
　
　
－
L
な
い
。

　
　
　
　
　
最
終
意
見
書
は
、
地
方
へ
の
権
限
移

　
　
　
　
譲
や
行
政
の
効
率
化
を
促
す
『
地
方
公

　
　
　
　
共
団
体
の
行
財
政
改
革
や
体
制
の
整

　
　
　
　
　
備
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
。
　
『
地
方

　
　
　
　
　
で
で
き
る
乙
と
は
地
方
に
」
　
（
小
泉
首

榊
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
－
－
・
－
■
－
－
－
－
・
－
壱
阻
害
し
で
い
る
実
態
を
も
コ
ど
声
高
．
昌
を
ど
う
描
く
か
の
未
来
像
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
未
来
像
が
見
え
て
プ
」
盾
い
　
　
　
に
批
判
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
篶
簑
狛
融
弘
覗
を
始
め
る
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
由
望
議
長
は
小
泉
首
相
の
リ
ー
ダ
ー

地
方
分
権
肇
鐘
会
議
刻
化
し
、
孝
羅
萎
な
か
で
、
暴
策
は
総
種
挙
げ
ら
れ
て
い
　
　
　
　
　
シ
ッ
プ
に
霧
し
て
「
議
論
に
時
塞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋒
雛
簑
爽
察
詔
舶
順
簿
祭
富
套
本
義
「
国
の
か
た
目
を
萎
し
と
に
な
る
。
．

■
■
葦
一
椙
の
量
初
の
所
信
表
明
）
を
主
眼
に
①

．
＾
曲

撒
の
改
革
③
地
方
行
政
体
制
の
整
備
の
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
一
律
・
硬
直
か

・
＃
’

ー
ド
だ
。
一

　
理
念
は
も
っ
と
も
だ
が

言
い
古
さ

変
え
な
い
で
ダ
イ
エ
ッ
ト
に
励
む
占
つ

な
も
の
で
、
実
効
が
望
め
な
い
。

　
補
助
金
削
減
、
地
方
交
付
税
の
見
直

し
、
税
源
移
譲
を
セ
ッ
ト
で
行
う
三
位

一
体
改
革
は
ま
だ
本
格
的
に
動
き
出
し
一

て
い
な
い
。
昨
年
、
意
見
が
分
か
れ
て

取
り
ま
と
め
に
窮
し
た
同
会
議
は
、
今

回
の
意
見
蓄
で
は
三
位
一
体
に
触
れ
ず

じ
ま
い
。
蝕
っ
て
や
け
ど
を
し
た
く
な

い
と
の
雷
心
い
が
透
け
て
見
え
る
。
消
化

不
良
の
ま
ま
地
方
首
長
に
は
「
裁
量
権

は
広
が
ら
ず
財
政
だ
け
が
や
せ
細
る
」

と
不
満
が
募
っ
て
い
る
。
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